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肝炎対策基本法 (平成二十一年法律第九十七号 )
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附則   ,

今日、我が国には、肝炎ウイルスに感染し、あるいは肝炎に罹 (り )患 した者が多数存在

し、肝炎が国内最大の感染症となっている。

肝炎は、適切な治療を行わないまま放置すると慢性化し、肝硬変、肝がんというたより重

篤な疾病に進行するおそれがあることから、これらの者にとって、将来への不安は計り知れ

ないものがある。

戦後の医療の進歩、医学的知見の積重ね、科学技術の進展により、肝炎の克服に向けた道

筋が開かれてきたが、他方で、現在においても、早期発見や医療へのアクセスにはいまだ解

決すべき課題が多く、さらには、肝炎ウイルスや肝炎に対する正しい理解が、国民すべてに

定着しているとは言えない。

B型肝炎及びC型肝炎に係るウイルスヘの感染については、国の責めに帰すべき事由によ

りもたらされ、又はその原因が解明されていなかったことによりもたらされたものがある。

特定の血液凝固因子製剤にC型肝炎ウイルスが混入することによって不特定多数の者に感

染被害を出した薬害肝炎事件では、感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大

を防止し得なかったことについて国が責任を認め、集団予防接種の際の注射器の連続使用に

よってB型肝炎ウイルスの感染被害を出した予防接種禍事件では、最終の司法判断において

国の責任が確定している。

このような現状において、肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者の人権を尊重しつつ、これ

らの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保するなど、肝炎の克服に向けた取組を一層

進めていくことが求められている。

ここに、肝炎対策に係る施策について、その基本理念を明らかにするとともに、これを総

合的に推進するため、この法律を制定する。

第一章 総則

49



(目 的)

第一条 この法律は、肝炎対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、

国民及び医師等の責務を明らかにし、並びに肝炎対策の推進に関する指針の策定につい

て定めるとともに、肝炎対策の基本となる事項を定めることにより、肝炎対策を総合的

に推進することを目的とする。

(基本理念)

第二条 肝炎対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 肝炎に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、肝炎の予防、

診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展さ

せること。

二 何人もその居住する地域にかかわらず等しく肝炎に係る検査 (以下「肝炎検査」と

いう。)を受けることができるようにすること。

三 肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者 (以下 「肝炎患者等」という。)がその居住す

る地域にかかわらず等しく適切な肝炎に係る医療 (以下「肝炎医療」という。)を受

けることができるようにすること。

四 前三号に係る施策を実施するに当たっては、肝炎患者等の人権が尊重され、肝炎患

者等であることを理由に差別されないように配慮するものとすること。

|

(国の責務)

第二条 国は、前条の基本理念 (次条において「基本理念」という。)にのっとり、肝炎対

1      策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

|    (地 方公共団体の責務)

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、肝炎対策に関し、国との連携を図りつつ、

その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(医療保険者の責務)

第五条 医療保険者 (介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医

療保険者をいう。)は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎の予防に関する啓発及び知識

の普及、肝炎検査に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。

(国 民の責務)

第六条 国民は、肝炎に関する正しい知識を持ち、肝炎患者等が肝炎患者等であることを理

由に差別されないように配慮するとともに、肝炎の予防に必要な注意を払うよう努め、

必要に応じ、肝炎検査を受けるよう努めなければならない。
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(医師等の責務)

第七条 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎対策に協力し、

肝炎

の予防に寄与するよう努めるとともに、肝炎患者等の置かれている状況を深く認識し、

良質かつ適切な肝炎医療を行うよう努めなければならない。

(法制上の措置等)

第八条 政府は、肝炎対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講

じなければならない。

第二章 肝炎対策基本指針

(肝炎対策基本指針の策定等)

第九条 厚生労働大臣は、肝炎対策の総合的な推進を図るため、肝炎対策の推進に関する基

本的な指針 (以下 「肝炎対策基本指針」という。)を策定しなければならない。

2 肝炎対策基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向

二 肝炎の予防のための施策に関する事項

三 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項

四 肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項

五 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項

六 肝炎に関する調査及び研究に関する事項

七 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項

八 肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項

九 その他肝炎対策の推進に関する重要事項

3 厚生労働大臣は、肝炎対策基本指針を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行

政機関の長に協議するとともに、肝炎対策推進協議会の意見を聴くものとする。

4 厚生労働大臣は、肝炎対策基本指針を策定したときは、遅滞なく、これをインターネ

ットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

5 厚生労働大臣は、肝炎医療に関する状況の変化を勘案し、及び肝炎対策の効果に関す

る評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、肝炎対策基本指針に検討を加え、必要がある

と認めるときには、これを変更しなければならない。

6 第二項及び第四項の規定は、肝炎対策基本指針の変更について準用する。

(関係行政機関への要請)

第十条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、肝炎対

策基本指針の策定のための資料の提出又は肝炎対策基本指針において定められた施策

であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができ
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る。

第二章 基本的施策

第一節 肝炎の予防及び早期発見の推進

(肝炎の予防の推進)

第十一条 国及び地方公共団体は、肝炎の予防に関する啓発及び知識の普及その他の肝炎

の予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。

(肝炎検査の質の向上等)

第十二条 国及び地方公共団体は、肝炎の早期発見に資するよう、肝炎検査の方法等の検討、

肝炎検査の事業評価の実施、肝炎検査に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保そ

の他の肝炎検査の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともに、肝炎検査の受

検率の向上に資するよう、肝炎検査に関する普及啓発その他必要な施策を講ずるものと

する。

第二節 肝炎医療の均てん化の促進等

(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成)

第十三条 国及び地方公共団体は、インターフェロン治療等の抗ウイルス療法、肝庇護療

法その他の肝炎医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者

の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。

(医療機関の整備等)

第十四条 国及び地方公共団体は、肝炎患者等がその居住する地域にかかわらず等しくその

状態に応じた適切な肝炎医療を受けることができるよう、専門的な肝炎医療の提供等を

行う医療機関の整備を図るため,に必要な施策を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は、肝炎患者等に対し適切な肝炎医療が提供されるよう、前項

の医療機関その他の医療機関の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施

策を講ずるものとする。

(肝炎患者の療養に係る経済的支援)

第十五条 国及び地方公共団体は、肝炎患者が必要に応じ適切な肝炎医療を受けることが

できるよう、肝炎患者に係る経済的な負担を軽減するために必要な施策を講ずるものと

する。                       
｀

(肝炎医療を受ける機会の確保等)

52



第十六条 国及び地方公共団体は、肝炎患者が肝炎医療を受けるに当たって入院、通院等

に支障がないよう医療機関、肝炎患者を雇用する者その他の関係する者間の連携協力体

制を確保することその他の肝炎患者が肝炎医療を受ける機会の確保のために必要な施

策を講ずるとともに、医療従事者に対する肝炎患者の療養生活の質の維持向上に関する

研修の機会を確保することその他の肝炎患者の療養生活の質の維持向上のために必要

な施策を講ずるものとする6

(肝炎医療に関する情報の収集提供体制の整備等)

第十七条 国及び地方公共団体は、肝炎医療に関する情報の収集及び提供を行う体制を整備

するために必要な施策を講ずるとともに、肝炎患者等、その家族及びこれらの者の関係

者に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

第二節 研究の推進等

第十八条 国及び地方公共団体は、革新的な肝炎の予防、診断及び治療に関する方法の開発

その他の肝炎の罹患率及び肝炎に起因する死亡率の低下に資する事項についての研究

が促進され、並びにその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は、肝炎医療を行う上で特に必要性が高い医薬品及び医療機器の

早期の薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資する

ようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びに肝炎医療に係る標準的な治療方法の開発

に係る臨床研究が円滑に行われる環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。

第四章 肝炎対策推進協議会

第十九条 厚生労働省に、肝炎対策基本指針に関し、第九条第二項 (同条第六項において準

用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、肝炎対策推進協議会 (以下「協

議会」という。)を置く。

第二十条 協議会は、委員二十人以内で組織する。

2 協議会の委員は、肝炎患者等及びその家族又は遺族を代表する者、肝炎医療に従事す

る者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3 協議会の委員は、非常勤とする。

4 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定め

る。

附 則

(施行期日)
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第一条 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。

(肝硬変及び肝がんに関する施策の実施等)

第二条 国及び地方公共団体は、肝硬変及び肝がんに関し、その治療を行う上で特に必要

性が高い医薬品及び医療機器の早期の薬事法の規定による製造販売の承認に資する

ようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びに新たな治療方法の研究開発の促進その

他治療水準の向上が図られるための環境の整備のために必要な施策を講ずるものと

する。

2 肝炎から進行した肝硬変及び肝がんの患者に対する支援の在り方については、これ

らの患者に対する医療に関する状況を勘案し、今後必要に応じ、検討が加えられるも

のとする。
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第 12回 肝炎対策推進協議会

平成 26年 7月 9日     1参 考資料 2

肝炎対策推進協議会令 (平成二十一年政令第二百九号 )

(委員の任期)

第一条 肝炎対策推進協議会 (以下「協議会」という。)の委員の任期は、二年とする。た

だし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第二条 協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第二条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことが

できる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が

任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、

解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

(議事)

第四条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決する

ところによる。

(庶務)

第五条 協議会の庶務は、厚生労働省健康局疾病対策課において処理する。

(雑則)‐

第六条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、

会長が協議会に諮つて定める。

附 則

この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
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第 12回 肝炎対策推進協議会

平成 26年 7月 9日     1 参考資料 3

肝炎対策の推進に関する基本的な指針

平成 23年 5月 16日

目次

第 1 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向

第2 肝炎の予防のための施策に関する事項

第3 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項

第4 肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項           .
第5 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項

第6 肝炎に関する調査及び研究に関する事項

第7 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項

第8 肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項

第9 その他肝炎対策の推進に関する重要事項

肝炎とは、肝臓の細胞が破壊されている状態であり、その原因は、ウイルス性、ア

ルコール性、自己免疫性等に分類され、多様である。我が国では、B型肝炎ウイルス

又は C型肝炎ウイルス (以下「肝炎ウイルス」という。)感染に起因する肝炎患者が肝

炎にり患した者の多くを占めており、B型肝炎及び C型肝炎に係る対策が喫緊の課題

となつている。

近年の国におけるB型肝炎及び C型肝炎に係る対策については、平成 14年度以降、

C型肝炎等緊急総合対策を実施し、平成 19年度には、都道府県に対し、肝疾患診療連

携拠点病院 (以下「拠点病院」という。)の整備について要請する等の取組を進めてき

た。          _
また、平成 20年度以降、肝炎の治療促進のための環境整備、肝炎ウイルス検査の促

進、肝炎に係る診療及び相談体制の整備、国民に対する肝炎に係る正しい知識の普及

啓発並びに肝炎に係る研究の推進の5本の柱からなる肝炎総合対策を進めてきた。

さらに、研究分野に関しては、平成 20年 6月 に、肝炎の専門家からなる肝炎治療戦

略会議が「肝炎研究 7カ年戦略」を取りまとめ、これに基づき肝炎研究に取り組んで

きたところである。

しかしながら、肝炎ウイルスに感染しているものの自覚のない者が多数存在すると

推定されることや、肝炎ウイルスに起因する肝炎、月干硬変又は肝がんに係る医療 (以

下「月干炎医療」という。)の体制が十分整備されていない地域があること等、肝炎医療

を必要とする者に適切に肝炎医療を提供していくためには、いまだ解決すべき課題が

多い。また、肝炎ウイルスの感染経路等についての国民の理解が十分でないことや、

肝炎ウイルス検査を受検する必要性に関する認識が十分でないことにカロえ、一部では、

肝炎ウイルスに持続感染している者 (ウイルス性肝炎から進行した肝硬変又は肝がん

の患者を含む。以下「肝炎患者等」という。)に対する不当な差別が存在することが指
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第9 その他肝炎対策の推進に関する重要事項

肝炎とは、肝臓の細胞が破壊されている状態であり、その原因は、ウイルス性、ア

ルコール性、自己免疫性等に分類され、多様である。我が国では、B型肝炎ウイルス

又は C型肝炎ウイルス (以下「肝炎ウイルス」という。)感染に起因する肝炎患者が肝

炎にり患した者の多くを占めており、B型肝炎及び C型肝炎に係る対策が喫緊の課題

となっている。

近年の国におけるB型肝炎及び C型肝炎に係る対策については、平成 14年度以降、

C型肝炎等緊急総合対策を実施し、平成 19年度には、都道府県に対し、肝疾患診療連

携拠点病院 (以下「拠点病院」という。)の整備について要請する等の取組を進めてき

た。

また、平成 20年度以降、肝炎の治療促進のための環境整備、肝炎ウイルス検査の促

進、肝炎に係る診療及び相談体制の整備、国民に対する肝炎に係る正しい知識の普及

啓発並びに肝炎に係る研究の推進の5本の柱からなる肝炎総合対策を進めてきた。

さらに、研究分野に関しては、平成 20年 6月 に、肝炎の専門家からなる肝炎治療戦

略会議が「肝炎研究 7カ年戦略」を取りまとめ、これに基づき肝炎研究に取り組んで

きたところである。

しかしながら、肝炎ウイルスに感染しているものの自党のない者が多数存在すると

推定されることや、肝炎ウイルスに起因する肝炎、肝硬変又は肝がんに係る医療 (以

下「肝炎医療」という。)の体制が十分整備されていない地域があること等、肝炎医療

を必要とする者に適切に肝炎医療を提供していくためには、いまだ解決すべき課題が

多い。また、肝炎ウイルスの感染経路等についての国民の理解が十分でないことや、

肝炎ウイルス検査を受検する必要性に関する認識が十分でないことにカロえ、一部では、

肝炎ウイルスに持続感染している者 (ウイルス性肝炎から進行した肝硬変又は肝がん

の患者を含む。以下「肝炎患者等」という。)に対する不当な差別が存在することが指
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摘されている。このような状況を改善し、今後、肝炎対策のより,層の推進を図るた

めには、国や地方公共団体のみならず、あらゆる関係者が一体となって、よリー層の

連携を図ることが必要である。

本指針は、このような現状の下に、肝炎患者等を早期に発見し、また、肝炎患者等

が安心して治療を受けられる社会を構築するため、国、地方公共団体等が取り組むベ

き方向性を示すことにより、肝炎対策めょリー層の推進を図ることを目的とし、月干炎

対策基本法 (平成 21年法律第 97号)第 9条第 1項の規定に基づき策定するものであ

る。

なお、我が国では、現在、肝炎にり患した者に占める患者数の多さから、B型肝炎    .
及び C型肝炎に係る対策が喫緊の課題となっている。このため、本指針においては、

B型肝炎及び C型肝炎に係る対策に関する事項を定めるものとする。

第 1 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向

(1)基本的な考え方

肝炎 (B型肝炎及び C型肝炎をいう。以下同じ。)は、適切な治療を行わないまま

放置すると慢性化し、肝硬変や肝がんといったより重篤な病態に進行するおそれがあ

る。このため、肝炎患者等が生活する中で関わる全ての者が肝炎に対する理解を深め、

これらの者の協力の下、肝炎患者等が安心して生活できる環境づくりに取り組むこと

が必要である。

また、肝炎対策は、肝炎患者等を含めた国民の視点に立ち、国民の理解、協力を得

て、肝炎患者等を含む関係者が一体となつて、連携して対策を進めることが重要であ

る。

(2)肝炎ウイルス検査の更なる促進

肝炎ウイルスの感染経路は様々であり、個々人が肝炎ウイルスに感染した可能性が

あるか否かを一概に判断することは困難であることから、全ての国民が、少なくとも

一回は肝炎ウイルス検査を受検する必要があると考えられる。このため、肝炎ウイル

ス検査の受検体制を整備し、受検の勧奨を行うことが必要である。

(3)適切な肝炎医療の推進

肝炎患者等の健康保持のためには、個々の状況に応じた適切な治療を受けること

が重要である。

肝炎患者等に対し、病態に応じた適切な肝炎医療を提供するためには、専門的な

知識や経験が必要であるため、個々の肝炎患者等は、肝炎医療を専門とする医療機

関 (以下「専門医療機関」という。)において治療方針の決定を受けることが望まし

い 。

また、専門医療機関において治療方針の決定を受けた肝炎患者等は、継続して適

切な治療を受けることが必要である。

このため、肝炎患者等が、居住地域にかかわらず適切な肝炎医療を受けられるよ
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う、地域の特性に応じた肝疾患診療体制の整備の促進に向けた取組を進める必要が

ある。

また、肝炎ウイルスをツト除し又はその増殖を抑制する抗ウイルス療法 (肝炎の根

治目的で行 うインターフェロン治療又はB型肝炎の核酸アナログ製剤治療をいう。

以下同じ。)については、月干硬変や肝がんといった、より重篤な病態への進行を予防

し、又は遅らせることが可能であり、また、ウイルス量が低減することにより二次

感染の予防につながるという側面がある。このため、引き続き、抗ウイルス療法に

対する経済的支援に取り組み、その効果を検証していく必要がある。

(4)肝炎医療を始めとする研究の総合的な推進

肝炎は国内最大級の感染症であり、感染を放置すると肝硬変や肝がんといった重

篤な病態に進行する。このため、肝炎医療の水準の向上等に向けて、肝炎に関する

′基礎、臨床及び疫学研究等を総合的に推進する必要がある。

また、肝炎患者等の負担軽減に資するよう、肝炎対策を総合的に推進するための

基盤となる行政的な課題を解決するために必要な研究についても進める必要がある。

(5)肝炎に関する正しい知識の更なる普及啓発

月干炎ウイルスは、感染しても自覚症状に乏しいことから、感染に気付きにくく、ま

た、感染を認識していても、感染者が早急な治療の必要性を認識しにくい。このため、

国民一人一人が自らの肝炎ウイルスの感染の有無を把握し、肝炎についての正しい知

識を持つよう、更なる普及啓発に取り組む必要がある。

さらに、肝炎患者等に対する不当な差別を解消し、また、感染経路についての知識

不足による新たな感染を予防するためにも、肝炎についての正しい知識の普及が必要

である。

(6)肝炎患者等及びその家族等に対する相談支援や情報提供の充実

肝炎患者等及びその家族等の多くは、肝炎が肝硬変や肝がんといった、より重篤

な病態へ進行することに対する将来的な不安を抱えている。また、治療における副

作用等、治療開始前及び治療中において、精神的な負担に直面することも多い。こ

のため、こうした肝炎患者等及びその家族等の不安や精神的負担の軽減に資するた

め、肝炎患者等及びその家族等への相談支援を行う必要がある。  .
また、肝炎患者等及びその家族等を含む国民の視点に立った分かりやすい情報提

供について、取組を強化する必要がある。

第2 肝炎の予防のための施策に関する事項

(1)今後の取組の方針について

感染経路についての知識不足による新たな感染を予防するため、全ての国民に対

して肝炎についての正しい知識を普及することが必要である。

また、国は、地方公共団体に対して、妊婦に対するB型肝炎抗原検査を妊婦健康
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診査の標準的な検査項目として示すほか、各医療機関において、当該検査の結果が

陽性であつた妊婦から出生した乳児に対するB型肝炎ワクチンの接種等の適切な対

応が行われるよう指導を求める等のB型肝炎母子感染予防対策を講じており、引き

続きこの取組を進める。

さらに、B型肝炎の感染はワクチンによつて予防可能であることから、水平感染

防止の手段の一つとして、B型肝炎ワクチンの予防接種の在り方について検討を行

う必要がある。    ・

(2)今後取組が必要な事項について

ア 国は、肝炎ウイルスヘの新たな感染の発生を防止するため、日常生活上の感染

予防の留意点を取りまとめた啓発用の資材や、集団生活が営まれる各施設におけ

る感染予防ガイ ドライン等を作成するための研究を推進する。また、当該研究の

成果物を活用し、地方公共団体等と連携を図り、普及啓発を行 う。

イ 国は、ピアスの穴あけ等血液の付着する器具の共有を伴う行為や性行為等、感

染の危険性のある行為に興味を抱く年代に対して、肝炎についての正しい知識と

理解を深めるための情報を取りまとめ、地方公共団体等と連携を図り、普及啓発

を行う。

ウ 国及び地方公共団体は、医療従事者等の感染のリスクの高い集団を中心として、

B型肝炎ワクチンの有効性、安全性等に関する情報提供を行う。

工 国は、水平感染防止の手段としての B型肝炎ワクチン接種の有効性、安全性

等に関する情報を踏まえ、当該ワクチンの予防接種の在り方について検討を行う。

第3 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項

(1)今後の取組の方針について

肝炎ウイルスの感染状況を本人が把握するための肝炎ウイルス検査については、医

療保険者や事業主等の多様な実施主体において実施されていることや、プライバシー

に配慮して匿名で実施されている場合があること等から、当該検査の受検状況の実態

を把握することは困難な状況にある。しかしながら、肝炎ウイルス検査体制の整備及

び普及啓発を効果的に実施するためには、施策を行う上での指標が必要であり、この

ため、従前から実施している肝炎ウイルス検査の受検者数の把握のための調査に加え

て、肝炎ウイルス検査の受検率について把握するための調査及び研究が必要である。

また、肝炎ウイルス検査の未受検者や、受検しているが検査結果を正しく認識して

いない者等、感染の事実を認識していない肝炎患者等が多数存在することが推定され

る。このため、感染経路は様々であり、本人の自覚なしに感染している可能性がある

ことを含めて、肝炎に関する正しい知識の普及啓発を行い、全ての国民が少なくとも

一回は肝炎ウイルス検査を受検することが必要であることを周知する。また、希望す

る全ての国民が肝炎ウイルス検査を受検できる体制を整備 し、その効果を検証するた

めの研究を推進する必要がある。

さらに、肝炎ウイルス検査の結果について、受検者各自が正しく認識できるよう、
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肝炎の病態等に係る情報提供を行うとともに、肝炎医療に携わる者に対し、最新の肝

炎ウイルス検査に関する知見の修得のための研修の機会を確保する必要がある。

(2)今後取組が必要な事項について

ア 国は、国民の肝炎ウイルス検査に係る受検率や検査後の受診状況等について

把握するための調査及び研究を行 う。

イ 国は、現在、地方公共団体が実施主体となって行うている肝炎ウイルス検査

について、地方公共団体に対し、引き続きく検査実施とその体制整備を要請す

るとともに、肝炎ウイルス検査の個別勧奨や出張型検診等を推進することによ

り、更なる検査実施を支援する。     ヽ

ウ 国及び地方公共団体は、住民に向けた肝炎ウイルス検査に関する広報を強化

する。あわせて、職域において健康管理に携わる者や、医療保険者、事業主等

の関係者の理解と協力の下、引き続き、これらの関係者から、労働者に対する

.受検勧奨が行われるよう要請する。

工 国は、多様な検査機会が確保されるよう、医療保険者が健康保険法 (大正 11

年法律第 70号)に基づき行 う健康診査等及び事業主が労働安全衛生法 (昭和47

年法律第 57号)に基づき行う健康診断に併せて実施する肝炎ウイルス検査につ

いては、継続して実施されるよう医療保険者及び事業主に対して要請する。ま

た、医療保険者や事業主が肝炎ウイルス検査を実施する場合の検査結果につい

て、プライバシーに配慮した適正な通知と取扱いがなされるよう、医療保険者

及び事業主に対して改めて周知する。

オ 国は、肝炎ウイルス検査の受検前及び結果通知時において、受検者各自が、

病態、治療及び予防について正しく認識できるよう、肝炎の病態、治療及び予

防に関する情報を取りまとめ、地方公共団体等と連携を図り、普及啓発を行う。

力 国及び地方公共団体は、医療機関に対し、手術前等に行われる肝炎ウイルス

検査の結果について、受検者に適切に説明を行うよう要請する。また、国は、

医療機関において手術前等に行われる肝炎ウイルス検査の結果の説明状況等に

ついて、実態把握のための調査研究を行う。

キ 国は、独立行政法人国立国際医療研究センター肝炎情報センター (以下「肝

炎情報センター」という。)に対し、国立国際医療研究センターの中期目標及び

中期計画に基づき、拠点病院において指導的立場にある医療従事者に対して、

最新の知見を踏まえた肝炎検査及び肝炎医療に関する研修が行われるよう要請

する。

第4 肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項

(1)今後の取組の方針について

肝炎ウイルス検査の結果、診療が必要と判断された者が医療機関で受診しない、ま

た、たとえ医療機関で受診しても、必ずしも適切な肝炎医療が提供されていないとい

う問題′点が指摘されている。 .
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このため、全ての肝炎患者等が継続的かつ適切な肝炎医療を受けることができる体

制を整備するため、拠点病院を中心として、「都道府県における肝炎検査後肝疾患診

療体制に関するガイ ドライン」 (平成 19年全国 C型肝炎診療懇談会報告書)に基づ

き、拠点病院、専門医療機関及びかかりつけ医が協働する仕組みとして、地域におけ

る肝炎診療ネットワークの構築を進める必要がある。また、地域や職域において健康

管理に携わる者を含めた関係者の連携の下、肝炎患者等に対する受診勧奨及び月干炎ウ

イルス検査後のフォローアップを実施することにより、肝炎患者等の適切な医療機関

への受診を進める必要がある。

また、肝炎患者等が、働きながら継続的に治療を受けることができる環境づくり

に向けて、引き続き、事業主、職域において健康管理に携わる者及び労働組合を始

めとした関係者の協力を得られるよう、必要な働きかけを行う必要がある。

さらに、肝炎患者等の経済的負担軽減のための抗ウイルス療法に係る肝炎医療費

助成の実施及び肝炎医療に係る諸制度の周知により、肝炎の早期かつ適切な治療を

推進する。

(2)今後取組が必要な事項について

ア 国は、地方公共団体と連携して、肝炎患者等が個々の病態に応じた適切な肝炎

医療を受けられるよう、肝炎ウイルス検査後のフォローアップや受診勧奨等の支

援を地域や職域において中心となつて進める人材の育成を推進する。また、肝炎

患者等に対する情報提供や、拠点病院、専門医療機関及びかかりつけ医の連携等

に資するため、肝炎の病態、治療方法、肝炎医療に関する制度等の情報を取りま

とめた手帳等を肝炎患者等に対して配布する。

イ 国は、地域や職域において健康管理に携わる者が肝炎患者等に対して提供する

ために必要な情報を取りまとめ、地方公共団体や医療保険者等と連携を図り、普

及啓発を行う。

ウ 国は、肝炎情報センターが拠点病院の医療従事者を対象として実施する研修を

効果的に進めるための技術的支援を行う。また、国及び都道府県は、拠点病院が

行 う研修について、より効果的な実施方法等について検討し、研修内容の充実を

図る。

工 国は、地域における診療連携の推進に資する研究を行い、その成果物を活用し、

地域の特性に応じた診療連携体制の強化を支援する。

オ 国は、職域における肝炎患者等に対する理解を深めるため、肝炎の病態、治療

方法及び肝炎患者等に対する望ましい配慮についての先進的な取組例等の情報

を取りまとめ、各事業主団体と連携を図り、普及啓発を行う。

力 国は、就労を維持しながら適切な肝炎医療を受けることができる環境の整備等

について、各事業主団体に対し、協力を要請する。

キ 国は、肝炎医療費助成制度、高額療養費制度、傷病手当金、障害年金等の肝炎

医療に関する制度について情報を取りまとめ、地方公共団体と連携を図り、拠点

病院の肝疾患相談センターを始めとした医療機関等における活用を推進する。
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ク 肝炎情報センターは、肝炎医療に係る最新情報、拠点病院及び専門医療機関等

のリス ト並びに拠点病院において対応可能な肝炎医療の内容に関して情報収集

を行い、当該情報を肝炎情報センターのホ‐ムページに分かりやすく掲載するこ

と等により、医療従事者及び国民に向けて可能な限り迅速に周知を図る。

第5 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項

(1)今後の取組の方針について

肝炎ウイルスヘの新たな感染を防止し、肝炎医療の水準を向上させるためには、

肝炎の予防及び医療に携わる人材の育成が重要である。

このため、肝炎ウイルスヘの新たな感染の発生の防止に資するよう、肝炎の感染

予防について知識を持つ人材を育成するとともに、肝炎ウイルス感染が判明した後

に適切な肝炎医療に結びつけるための人材を育成する必要がある。

また、肝炎医療に携わる者が、最新の肝炎検査に関する知見を修得することは、

適切な治療方針の決定や患者に対し的確な説明を行う上で非常に重要であるため、

肝炎医療に携わる者の資質向上を図る必要がある。

さらに、地域における肝炎に係る医療水準の向上等に資する指導者を育成するこ

とが必要である。

(2)今後取組が必要な事項について

ア 国は、肝炎ウイルスヘの新たな感染の発生を防止するため、日常生活上の感染

予防の留意点を取りまとめた啓発用の資材や、集団生活が営まれる各施設におけ

る感染予防ガイ ドライン等を作成するための研究を推進する。また、当該研究の

成果物を活用し、地方公共団体等と連携を図り、普及啓発を行う。 (再掲)

イ 国は、地方公共団体と連携して、肝炎患者等が個々の病態に応じた適切な月干炎

医療を受けられるよう、肝炎ウイルス検査後のフォローアップや受診勧奨等の支

援を地域や職域において中心となつて進める人材の育成を推進する。 (再掲)

ウ 国は、肝炎情報センターに対し、国立国際医療研究センターの中期目標及び中

期計画に基づき、拠点病院において指導的立場にある医療従事者に対して、最新

の知見を踏まえた肝炎検査及び肝炎医療に関する研修が行われるよう要請する。

(再掲)

工 国は、肝炎情報センターが拠点病院の医療従事者を対象として実施する研修を

効果的に進めるための技術的支援を行 う。また、国及び都道府県は、拠点病院が

行う研修について、より効果的な実施方法等につい'て
検討し、研修内容の充実を

図る。 (再掲)

第6 肝炎に関する調査及び研究に関する事項

(1)今後の取組の方針について

肝炎研究については、これまでの成果を肝炎対策に適切に反映するため、研究実績

を総合的に評価、検証するとともに、今後、行政的な課題を解決するために必要な研
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究を実施していく必要がある。

また、肝炎対策を総合的に推進するための基盤となる肝炎研究を推進するとともに、

将来の肝炎研究を担う若手研究者の育成を行い、肝炎研究の人的基盤の拡大を目指す。

さらに、肝炎研究について、国民の理解を得られるよう、分かりやすしV情報発信を

推進する必要がある。なお、研究成果の公表に当たっては、差別や偏見を招くことの

ないよう、十分に配慮するものとする。

(2)今後取組が必要な事項について

ア 国は、「肝炎研究 7カ年戦略」に基づく肝炎研究を一層推進するとともに、そ

の研究成果について評価、検証を行い、肝炎対策推進協議会に報告する。

イ 国は、肝炎研究分野において、若手研究者の人材育成を積極的に行う。

ウ 国は、「肝炎研究 7カ年戦略」に基づく肝炎研究にカロえ、肝炎対策の推進に資

することを目的として、以下の行政的な研究を行う。

(ア )日 常生活上の感染予防の留意点を取りまとめた啓発用の資材や、集団生活

が営まれる各施設における感染予防ガイ ドライン等を作成するための研究

(イ )医療機関において手術前等に行われる肝炎ウイルス検査の結果の説明状況

等について、実態を把握するための研究

(ウ )地域における診療連携の推進に資する研究

(工)職域における肝炎患者等に対する望ましい配慮の在り方に関する研究

(オ)具体的な施策の目標設定に資する肝炎、肝硬変及び肝がん等の病態別の実

態を把握するための調査研究

(力 )肝炎患者等に対する偏見や差別の実態を把握し、その被害の防止のための

ガイ ドラインを作成するための研究

(キ)その他肝炎対策の推進に資する研究
i 国は、肝炎研究について国民の理解を得られるよう、当該研究の成果について

分かりやすく公表し、周知を図る。

第7 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項

(1)今後の取組の方針について

肝炎は重篤な疾病であり、肝炎医療に係る医薬品を含めた医薬品の開発等に係る

研究が促進され、薬事法 (昭和 35年法律第 145号)の規定に基づく製造販売の承

認が早期に行われるよう、治験及び臨床研究を推進し、さらに、肝炎医療のための

医薬品を含めた、特に医療上必要性が高い医薬品及び医療機器が速やかに医療現場

に導入されるよう、審査の迅速化等の必要な措置を講じる必要がある。

(2)今後取組が必要な事項について

ア 国は、肝炎医療の医療水準の向上等に資する新医薬品の開発等に係る研究を推

進する。

イ 国は、肝炎医療に係る新医薬品を含めた医薬品開発等に係る治験及び臨床研究
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を推進する。

ウ 国は、肝炎医療に係る新医薬品、新医療機器等について、優れた製品を迅速に

医療の現場に提供できるよう、有効性や安全性に関する審査体制の充実強化等を

図る等承認審査の迅速化や質の向上に向けた取組を推進する。

工 国は、肝炎医療に係る新医薬品等のうち、欧米諸国で承認等されているが国内

で未承認の医薬品等であつて医療上必要性が高いと認められるものについて、関

係企業に治験実施等の開発要請の取組を行う。

オ 国は、肝炎医療に係る新医薬品等のうち、医療上の有用性等の要件を満たす医

薬品については、優先して承認審査を進める。

第8 肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項

(1)今後の取組の方針について

肝炎に係る正しい知識については、国民に十分に浸透していないと考えられる。こ

うした中において、肝炎ウイルス検査の受検を勧奨し、また、肝炎ウイルスの新たな

感染を予防するためには、全ての国民に対して、肝炎の予防、病態及び治療に係る正

しい理解が進むよう普及啓発及び情報提供を推進する必要がある。

また、早期に適切な治療を促すため、肝炎患者等が肝炎の病態及び治療に係る正し

い知識を持つことができるよう、普及啓発及び情報提供を積極的に行 うとともに、肝

炎患者等が、不当な差別lを受けることなく、社会において安心して暮らせる環境づく

りを目指し、肝炎患者等とその家族等、医療従事者、事業主等の関係者を始めとした

全ての国民が、肝炎について正しい知識を持つための普及啓発を推進する必要がある。

(2)今後取組が必要な事項について

ア 国は、平成 22年 5月 の世界保健機関 (WHO)総会において、世界肝炎デー

の実施が決議されたことを踏まえ、日本月干炎デーを設定する。あわせて、国及

び地方公共団体は、財団法人ウイルス肝炎研究財団が従来から実施してきた「月干

臓週間」と連携し、肝炎に関する集中的な普及啓発を行う。

イ 国及び地方公共団体は、あらゆる世代の国民が、肝炎に係る正しい知識を持

つための普及啓発を行 う。

ウ 国及び地方公共団体は、国民に対し、近年、我が国における感染事例の報告が

ある急性B型月千炎 (ジェノタイプA)は、従来に比し、感染が慢性化することが

多いとされていることに鑑み、母子感染や乳幼児期の水平感染に加えて、性行為

等により感染する可能性があり、予防策を講じる必要があることについて普及啓

発を行う。

工 国及び地方公共団体は、肝炎患者等への受診勧奨を行うため、医療保険者、医

師その他の医療従事者の団体、職域において健康管理に携わる者の団体、事業

主団体等の協力を得て、肝炎の病態、知識や肝炎医療に係る制度について普及

啓発を行う。

オ 国は、肝炎患者等、医師等の医療従事者、職域において健康管理に携わる者、
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事業主等の関係者が、それぞれにとつて必要な情報を取りまとめ、普及啓発を

行う。

力 国は、就労を維持しながら適切な肝炎医療を受けることができる環境の整備等

について、各事業主団体に対し、協力を要請する。 (再掲)

キ 国は、地域の医療機関において、肝炎に係る情報提供が適切になされるよう、

肝炎情報センターに対し、情報提供の機能を充実させるよう要請する。

ク 国及び都道府県は、拠点病院の肝疾患相談センターを周知するための普及啓発

を行 う。

ケ 国は、医療保険者や事業主が肝炎ウイルス検査を実施する場合の検査結果につ

いて、プライバシーに配慮した適正な通知と取扱いについて、医療保険者及び

事業主に対して改めて周知する。 (再掲)

コ 国は、肝炎患者等に対する偏見や差別の実態を把握し、その被害の防止のため

のガイ ドラインを作成するための研究を行い、その成果物を活用し、地方公共

団体と連携を図り、普及啓発を行う。

第9 その他肝炎対策の推進に関する重要事項

(1)肝炎患者等及びその家族等に対する支援の強化及び充実

ア 今後の取組の方針について

肝炎患者等及びその家族等が、肝炎医療を受けながら、生活の質の向上を図る

ことができるよう、相談支援体制の充実を図り、精神面でのサポー ト体制を強化

する。また、肝炎患者等が不当な差別を受けた場合、肝炎患者等一人一人の人権

を尊重し、不当な差別を解消するため、適切な対応を講じることができる体制づ

くりを進める必要がある。

イ 今後取組が必要な事項について

(ア )国は、都道府県と連携して、肝炎患者等及びその家族等の不安を軽減する

ための情報提供を進めるとともに、肝炎患者等及びその家族等と、医師を始

めとした医療従事者とのコミュニケーションの場を提供する。

(イ )国は、肝炎情報センターに対し、拠点病院の相談員が必要とする情報につ

いて整理し、積極的に情報提供が行われるよう要請する。

(ウ )国は、地方公共団体と連携して、法務省の人権擁護機関の人権相談窓口の

周知を図る。

(2)肝硬変及び肝がん患者に対する更なる支援の在り方

肝炎から進行した月干硬変及び肝がんは、根治的な治療法が少なく、また、患者の高

齢化が進んでいる現状がある。このため、肝硬変及び肝がん患者の不安を軽減するた

めに、以下の取組を講じるものとする。

ア 国は、肝硬変及び肝がんを含む肝疾患について、「肝炎研究7カ年戦略」に基

づく研究を推進する。あわせて、国及び地方公共団体は、肝硬変及び肝がんを含

む肝疾患に係る肝炎医療の水準の向上等を図るため、医療従事者への研修等人材
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育成を推進する。

イ 国は、都道府県と連携して、月千炎から進行した肝硬変及び肝がん患者を含む肝

炎患者等及びその家族等の不安を軽減するための情報提供を進めるとともに、肝

炎患者等及びその家族等と、医師を始めとした医療従事者とのコミュニケーショ

ンの場を提供する。

ウ 平成 22年度から、一定の条件の下、身体障害者福祉法 (昭和 24年法律第 283

号)における身体障害として、新たに肝臓機能障害の一部について、障害認定の

対象とされた。その認定を受けた者の肝臓移植、肝臓移植後の抗免疫療法とそれ

らに伴 う医療については、自立支援医療 (更生医療)の対象となつており、引き

続き当該措置を継続する。

工 国は、肝炎から進行した肝硬変及び肝がんの患者に対する更なる支援の在り方

について検討する上での情報を収集するため、肝硬変及び肝がん患者に対する肝

炎医療や生活実態等に関する現状を把握するための調査研究を行う。

(3)地域の実情に応じた肝炎対策の推進

都道府県においては、肝炎対策基本法の趣旨に基づき、都道府県単位での肝炎対策

を推進するための計画を策定する等、地域の実情に応じた肝炎対策を講じるための体

制を構築し、管内市区町村と連携した肝炎対策を推進することが望まれる。

また、地方公共団体は、積極的に、国を始めとする他の行政機関との連携を図りつ

つ肝炎対策を講じることが望まれる。

(4)国民の責務に基づく取組

肝炎対策基本法第 6条の規定に鑑み、肝炎対策は、肝炎患者等とその家族等を含

めた国民が主体的かつ積極的に活動する必要があり、以下の取組を進めることが重

要である。

ア 国民一人一人が、肝炎は放置すると肝硬変や肝がんという重篤な病態へと進

展する可能性があり、各人の健康保持に重大な影響をもたらし得る疾病である

ことを理解した上で、少なくとも一回は肝炎ウイルス検査を受検し、自身の肝

炎ウイルス感染の有無について、早期に認識を持つよう努めること。

イ 国民一人一人が、肝炎ウイルスヘの新たな感染の可能性がある行為について

正しい知識を持ち、新たな感染が生じないよう行動すること。また、肝炎ウイ

ルスの感染に関する知識が不足していること等により、肝炎患者等に対する不

当な差別や、それに伴 う肝炎患者等の精神的な負担が生じることのないよう、

正しい知識に基づく適切な対応に努めること。

(5)肝炎対策基本指針の見直し及び定期報告

肝炎対策基本法第 9条第 5項においては、「厚生労働大臣は、肝炎医療に関する状

況の変化を勘案し、及び肝炎対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも5年 ごと

に、肝炎対策基本指針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなけ
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ればならない。」とされている。

本指針は、肝炎をめぐる現状を踏まえ、肝炎対策を総合的に推進するために基本と

なる事項について定めたものである。今後は、本指針に定める取組を進めていくこと

となるが、国、地方公共団体等における取組について、定期的に調査及び評価を行い、

肝炎をめぐる状況変化を的確に捉えた上で、必要があるときは、策定から5年を経過

する前であっても、本指針について検討を加え、改正するものとする。なお、本指針

に定められた取組の状況は、肝炎対策推進協議会に定期的に報告するものとする。
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Ч
一

町村t・0検診で充足して
いると判断したため

出張型検診のみ実施



可
Ｎ

aし番号 自治体

1 5 6 7 8 11

1

rJ所 管して
いる保●所
の数

a肘炎ヮィ

ルス検査を

実施してい

る保撻所支

所・出張所

ロ

1,保健所での実施 ②医療機口委託での無料実施 OF託 (予定)機関数

3既に実施
(無料 )

d未実 施 a餞に実施 足 c未実 施

(薔所 ,

ウら腱膠専

門●関数
(簡 所 )

費用燎収額
実施予定時期

(年 月 )

理 由
実施 予定時期

(年 月)
理 由

40 福 岡 県 O ○ 2045

佐 賀 県 5 O ○

長 崎 県 8 8 ○ ○ :

熊 本 県 ○ ○ 1

“

大 分 県 6 O O

45 宮 崎 県 8 O ○

46 鹿児島県 1 ○ 〇

沖 縄 県 5 0 O 保健所等の検査で対応
可能なため

札 幌 市 1 O 医療機関委託Iこより実
施

○

仙 台 市 5 O ○ 0

さいたま市 1 ○ 〇

千 葉 市 1 1 O ○

健康増進事業での医療
機関委託と事業が類似
し、利用者の混乱が危
惧されるため

横 浜 市 1 0 0 委託医療機関により実
施

○ 1 :68

崎 市 7 O ○ 403 1

相模原市 1 , O
医療機関委託|こより実
施

○

新 潟 市 1 2 O ○

静 田 市 1 0 O ○

浜 松 市 1 0 ○ ○

名 古 屋 市 1 0 ○

医療機関で十分実施機
関数を確保できているた
め。

○ 1003 未把握

京 都 市 | O ○ 2 0



劇
ω

通し番月 自治体

1 2 5 7 8 9

1 2

①所●・して
いる保腱所
のは

υ肝災ワイ
,レ ス検査を
実施してい
る保●所支

①保腱所での実籠 ②医患機BI晏 託での魚料実施 ③委

“

(予定)●

“

数

こ に実施
(無料)

(有‖ ) d未実施 ぼ菫予定

実施予定時期

(年 月 )

c未実施

(■所)

つら口 F早
門担 田 敗

(饉澪 )

所・出張所

餞
費用徴収餞

実籠予定時期

(年 月 )
理 由 理 由

大 阪 市 1 0 ○
各区役所での無料実施
分で対応可能

堺 市 1 8 O ○

神 戸 市 1 O ○

63 田 山 市 1 1 0 O 1

64 広 島 市 8 O 0 約200か
所

数か所

北九 州市 1 1 O 0 5∞

福 田 市 7 O O 538
把握して
いない

函 館 市 1 1 ○ 1 1

旭 川 市 1 0 ○ ○

健康増進事業で医療機
関委託により実施してい
るほか,保健所での実施
で対応可能

青 春 市 1 1 O ○ 1

盛 田 市 1 1 O 0 県が実施しているため

秋 田 市 1 1 ○ ○

郡 山 市 1 1 O O
健康増進事業による医
療機関委託(こより無料
実施

わヽき市 1 1 ○ ○

健康増進事業で医療機
関委託により実施してい
る他、保健所での無料
検査で対応

宇椰宮市 1 1 O ○
保健所での無料実施の
みで対応可能

前 橋 市 1 1 O ○

保健所での無料実施の
みで対応可能、健康増
進事業による医療機関
委託により無料実施



可
ヽ

通し番号 自治体

1 2 3 4 6 フ 8 9

1

3)所■して
いる保健所
の敗

②肝炎ワイ
ルス検査を
実施してい
る保健所支
所・出張所
螢

①保腱所での実施 ②医療機関委託での無料実施 ③委託(予定)●関数

o既に実施

(■料 )

(有科 ) c今 実ヽ施予定

実施予定時期
(年 月 ,

d未実施 a置に実施 に施予定

実施予定時期
(年 月 )

c未霙 魔

(● 所)

うち口診専

門機関数
(饉 所 )

費用燎収傾 理 由 理由

高 崎 市 1 1 〇 ○
保健所での無料実施の
みで対応可能

越 市 1 1 ○ O 2

船 橋 市 1 1 O

柏 市 1 1 ○ ○

横須賀市 1 1 ○ O

保健所での無料実施の
みで対応可能、健康増
進事業による医療機関
委託により40歳のみ無料
実施。

富 山 市 1 1 0 0 7 0

金 沢 市 1 1 O O 140 0

長 野 市 1 1 O ○
保健所での無料実施の
みで対応可能。

岐 阜 市 1 1 O O 1

豊 橋 市 1 0 O ○ 0

岡 崎 市 1 1 O O
保健所での無料検査霙
施のみで対応できている
と考える。

豊 田 市 ○
医療機関で実施してお
り、利便性も国れるため

○ 100

大 津 市 1 : 0 O

高 槻 市 1 1 ○

東大阪市 1 4 ○ ○
健康増進事業は委託医
療機関で実施

枚 方 市 1 1 0 O
大阪府事業として枚方
市医療機関でも実施し
ているため



Ч
０

通し番月 自治体

1 2 5 6 7 8 9

1 2

Э所管して
いる保僣所
の破

(υ肝彙ウイ
ルス検査を
奏施してい
る保僣所支

①保●所での実施 ②医薇機関委託での無料実施 ①委託(予定)機関檄

量 に実施
(無料)

d未実施 a厳に実施 足 c未実 施

(薔所)

うち

“

F尋
円●00数
(由所〕

所・出張所
L 費用薇収目

実施 予 定時期

(年 月 )

理 由
実施予定時期

て年月 )
理 由

豊 中 市 1 0 ○

豊中市内の医療機関で
は、大阪府の事業として
既に実施しているため

姫 路 市 1 1 0 ○ 1

尼 書 市 1 0 ○ 0

西 宮 市 1 , O O 0

奈 良 市 1 1 0 O

市内全
医療機
関(約36
0箇所 )

0

和歌山市 1 1 0 ○ 5C10 0

倉 敷 市 1 1 0 ○ 0

福 山 市 1 1 O 1 1

100 下 関 市 1 0 0 O 0

高 松 市 1 1 O O 0

除 山 市 1 1 0 0 2

高 知 市 1 1 0 ○ 2

104 久日米市 1 1 O O 0

長 崎 市 1 1 0 O 1

106 熊 本 市 1 O O 1

大 分 市 1 0 0 164 0

:08 宮 崎 市 1 1 0 0 5

109 鹿児島市 1 1 O ○
保健所での無料実施の
みで対応可能

小 樺 市 1 1 0 O 0

八王子市 1 0 ○
医療機関委託で実施し
ているため。

O 2



劇
０ 保健所の検査で対応可

能。健康増進事業では
委託医療機関で実施し
ている。

(2.728円 )

増進事集による医



可
可

通し番覇 自治体

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Э所管して
いる保健所
の数

②ll員ウイ

ルス検壼を

実施してい

る保健 所支

所・出強所
腱

①保腱所での実施 ②医療担関委託での無料実施 OF託 (予定)機関懃

薇 に実施
(無■)

b厳

`=

d未実施 足 c未実施

(●所)

つら■,尋
円

"田
薇

`●

所 )

費用機収額
実施予定時期

(年 月 )
理 由

実施予定時期
(年 月 )

理 由

台 東 区 1 1 O ○

健康増進事業1こよる医
療機関委託により無料
実施

墨 田 区 : 0
医療機関委託により実
施

0 106 0

江 東 区 1 0 O
区内4か所の保健相談
所で対応しているため

品 川 区 1 O ○

目 黒 区 1 1 ○ 0 :40 0

大 田 区 1 , 0 O

世田谷区 1 1 O ○

渋 谷 区 1 1 ○

医師会に委託しており、
区内153医療機関で受
診可能なため

0

中 野 区 1 0 ○

健康増進事業による医
療機関委託により無料
実施

杉 並 区 1 0 O

保健所0無 料実施の
みで対応可能、健康増
進事業による医療機関
委託により無料実施

134 豊 島 区 1 1 ○ O

区 1 1 0 ○

荒 川 区 1 : O ○

板 橋 区 1 1 O ○

健康増進事業による医
療機関委託 (無料)はす
でに実施。

練 属 区 1 ○
医療機関委託により案
施

O

足 立 区 1 0 ○ 4 0



=lニ
ヨ 自治体

1 2 3 4 5 6 フ 9

1

Э所管して
いる保健所
の数

〔劉肝贅ワイ

ルス検壺を

実施してい
①保健所での奥鮨 ②医壼機関姜託での無料実施 ③墨託(予定)●H麟

る録腱所支
a既に実施
(無料)

d未興饉 o■に興饉 足 c乗 菫 菫

(■所) 一ｍｍ
所・出張所

菫 費用薇収●
案
=予

定時期
(年 月 )

理 由
栞籠 予定時期

(年 月)
理 由

140 葛 飾 区 1 O 医療機関委託により実
施

0 0

江戸川区 1 0 E療機関に委籠してtヽる
ため

0 1 1

刊
∞
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①颯点病院等菫絡協餞会の開催状況 ②拠点病院等連絡協議会委員等の氏名公表の有無 ③専門医療機関の

“

保(指 定)状況

Э専門医療
機関を2次
医療日に1

カ所以上指
定している
か。

25年度の日籠
回●(回 )

25年度の開催
月

出席者戯(人 )

専門 医療機 関の出席状況
協臓内害

※具体的に配

"

公表

非公表 ●薔保 (指 定)済 b確保 (指定)予定

●全専門E
菫像田が出

席

b一部専 門

医療●鵬が

出席

理 由
専円医薇機関

数 (薔 所 )
予定時期

1 北 海 道 1 1 O 対策の推進状況について情報
交換・研修

O 医療機関の情報交換を主な
内容としているため

0

青 森 県 1 0

・C型慢性肝炎新規治療薬シメ
ブレビルについて
・平成25年度県民公開講座の
開催について 等

0 委員より了解を得ていないた
め

O 0

岩 手 県 l 1 40 O 新 rcな冶摂法の通 正な運用に
つ1ヽ7= 0 O 0

宮 城 県 未実施 0 0 0

5 秋 田 県 O 0

6 山 形 県 1 O 肝炎治療助成制度の変更点と
本県の課題

○

施設数が多く、人事等で担
当医師が変わる場合があるた
め。専門医療機関の名前は
公表済み

0 O

7 福 島 県 O O O

8 茨 城 県 3月 O

・平成26年度の肝炎総合対策
について
・拠点病院の取組みについて
。今後の診療連携のあり方
・C型肝炎治療の新たな展開

O 0 O

9 栃 木 県 1 10月 0
・肝炎医療費助成等について
・肝炎治療クリティカルバスについ
て

O 会議はあくまでも意見交換の

場としているため
0 0

10 群 馬 県 0 0

埼 玉 県 : 1 O 診療連携体制、拠点病院ホーム
ヘ
゜
―ゾの更新等について

0 0 0
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■拠点病院等連絡

““

会の開催状況 2褻点病院等連絡協議会委員等の氏名公表の有熱 Эヽ専円医療●鵬の確保〈指定)状況
Cttrl医療
機関を2次
医療日に1

カ所以上指
定している
か。

25年度の開催
回数(回 )

25年度の開催
月

出席者数 (人 )

専門医療機関の出席状況
協議内容

※具体的に記●
公 表

非公表 3確保(指定)済 b腋保(指 定)予定

a全 専門医
,4●間が出
席

b一部専門

医療機関が

出席
理 由

専門医療機関
数(薔 所)

予定時期

千 葉 県 ¬回 2月 ○

・平成25年度の医療費助成制
度の変更の概要
・肝炎総合対策
・肝疾患診療連携拠点病院に
求められるリーダーシップ

O 拠点病院が協議会を設置し
ており県で管理しているため

O O

東 京 都 1 0 ○
委員委嘱時に承諾を得てい
ないため O 都内 288箇

所
0

神奈川県 0 O O

新 潟 県 1 2月 22人 ○

・肝疾患診療拠点病院活動報

・平成26年度県の肝炎対策事
業について他

O
本県では、委員として個人を
指定しておらず、病院を指定
しているため

0 ○

富 山 県 2
月

月

２

３

11人

27人
O 0 積極的に公表していない ○ O

石 県 1 ○

・石川県肝炎診療連携につい
て、同意書の集計情報等を報
告
・HBs抗原検査法に関して
・シメブレビルを含む3剤併用療
法に関して
・医療従事者向け院内研修会
について、専門医療機関への協
力依頼

0
委員就任依頼の際に承諾を
得ていないため、積極的には
公表していない。

O ○

福 井 県 : 7 O
かかりつけ医と専門医との連携
のあり方について

○ 同意をとつていないため O O

山 梨 県 1 3月 5 O

・都道府県肝疾患診療連携拠
点病院間連絡協議会の報告
・肝疾患センター活動報告 (肝

疾患相談業務)

・肝疾患診療支援業務報告
(肝疾患コーディネーター姜成講
習会、スキルアップ講座)

○
委員委嘱時に承認を得てい
ない 0 5 O

長 野 県 1 O
肝疾患診療相談センター活動状
況、新規抗ウイルス薬、B型肝
炎訴訟|こついて

○ ○ O
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(1,腱点病院等違椰協罐会の開催状況 2拠点病院等連絡餞議会委員等の氏名公表の有無 10,専門医療機 ||の確保 (指定)状況

3専門医療
機関を2次
医療日に

'力所以上指
定している
か。

25年度の開催
回檄(回 )

25年度の開催
月

出席者麟(人 )

専門医療綺関の出席状況
協議内容

※具体的に記雌
公表

非公表 a確保(指定)済 b確保(指 定)予定

a全専門医

療機田が出

席

b一部専門

医薇機関が

出席
理 由

●「う医療機関
数(■所)

予定時期

岐 阜 県 : ○

岐阜県における肝疾患にかかる
現況及び対策について。肝疾患
診療体制の強イЫこついて。

0 ○ ○

静 岡 県 2
①8月

②3月
G148人
②53人

O

・肝炎対策の取組について(県

からの報告及び連絡 )

・肝臓病手帳の活用状況につい
て(調査報告 )

・肝炎ウイルス検査の実施や肝
疾患診療連携体制について(意

見交換 )

O

医療機関としての出席であ
り、医師個人が委員として出
席しているものではないため
(協議会の構成員は専門医
療機関の代表者であり、委員
委嘱はしてもヽない)

○

愛 知 県 1 ○

・愛知県の肝炎対策について
(フォローアップ、肝臓手帳等 )

・肝炎、肝がんの最新治療につ
いて(特別講演 )

○

医療機関としての参加であ
り、医師個人が委員として出
席するものではないため

O ○

二 重 県 1 O
C型肝炎の新薬認可について
最新治療について

○ 任意の協議会であるため O 0

滋 賀 県 2 8月 、3月 各20人 0
肝疾患診療連携、肝炎検査率
の向上、肝炎医療費助成、肝
炎手帳の周知方法

○ 同意を得ていない O ○

京 都 府 0 O O

大 阪 府 2
9月
3月

15人

18人
0 拠点病院における情報交換及

び懸案事項の協議
○

実施主体は大阪府ではなく、
また内容もあくまで内部の連
絡協議の場であるため、公表
していない。

O O

兵 庫 県 1 3月 ○

各医療機関の肝疾患診療情
報の共有及び各日域における
診療連携の構築について。

○

会則を公表しており、委員を
推薦する機関 (医療機関・団
体 )を明らかにしているため。

○ O

奈 良 県 ○ ○

和歌 山県 0 0 委員委嘱時に承諾を得てい
ないため。今後公表の予定

O 0
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]拠点病院等連絡協議会の開催状況 2拠点病院等連絡協籠会委員等の氏名公表の有無 0専円医療機関の確保(指定)状況
41専門医療

機円を2次
医療目に 1

カ所以上指

定している

か .

25年度の開催

回数 (回 )

25年度の開催

月
出席者歓(人 )

車円E籠機関の出席状況
協議内容

※具体的に配載
公 表

非公表 a確保 〈指定)済 b薔保 (指 定)予定

3全 専門医

燎●10が出

席

b一部専円

医療機関が

出席

理 由
専門医療籠鵬
数(■ 所)

予定時期

鳥 取 県 2
月

月

29(3月 )

26(2月 )

O

,C型肝炎に対する三在併用療

法の地域格差について
・患者向けの冊子作成について
・外科術前検査 (ウイルス検査 )

と内科との連携につもヽて
・近く導入される抗HCV DAA薬
について

O

委員としての委嘱はしておら
ず、開催ごとに専門医療機関
等関係機関に開催案内をし
ている

○ O

島 根 県 : 2 O
肝疾患診療連携拠点病院の

活動報告等
○ 委員に承諾を得ていない O

岡 山 県 3 6 10 1月 36りヽ O 肝疾患診療連携拠点病院事
業、肝炎医療従事者研修会等

0 O

広 島 県

月

月

月
延べ約40 O

①拠点病院事業実施状況②
肝炎治療特別促進事業実施
状況及び取扱要領改正③広
島県肝疾患患者フォローアップ
システム事業実施要領改正C
B型肝炎核酸アナログ製剤治
療における認定基準⑤肝炎重
症化予防推進事業C肝疾患
診療支援ネットワーク医療機関
追加

0 0 ○

山 口 県 1 0
・県事業の説明
・相談支援室の活動等

○ ○ ○

徳 島 県 ○ O

香 県 4月・2月 のべ44人 O

肝炎診療協議会の報告、全国
の拠点病院の現状・研修会・市
民公開講座・肝臓病教室・冊

子について

O O

希望医療機
関があれば
肝炎診療協
議会に諮る

0

愛 媛 県 8月 、2月 ○
診療ネットワーク、
肝炎治療ガイドライン等につtヽて

O
肝疾患診療相談センター主

催の既存の連絡会を代用し

てるため

0 0

高 知 県 O 委員に承諾を得ていないため O ○

40 福 岡 県 0 ○
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39 41

①拠点癖院等連絡協
=会

の開催状況 21「点病院等連絡協議会委員等の氏名公表の有無 C専門医療機関の確保(指定)状況
Э専門医療
饉田を2次
医療日に1

カ所以上指
定している
か。

25年度の開催

回数 (回 )

25年度の開催
月

出席者薇(人 )

専門医薇機関の出席状況

“

臓内容

※具体的に記E
公 表

非公表 a確保 (指 定)済 b確保(指定)予定

拒
出卸酬席

b一 部4P,
医療機関が

出席
理 由

専門医療機関

数 〈饉所 )
予定時期

佐 賀 県 1 9月 50りヽ O

①佐賀県のウイルス性肝炎の現
状、②肝疾患連携事業の進捗
状況、③肝炎コーディネーター育
成事業報告、④肝疾患診療連
携拠点病院の実績報告

O 委員移植時に承諾を得てい
なかつたため。

○ 7 0

長 崎 県
①9月

②12月
①44人

②35人
O

rll助 成制度の診断書に係る検
査所見や治療状況に関する検
討。C型慢性肝炎治療業に関
する協議。

②助成制度変更に伴う医療機
関の助成対象基準に関する協
議

O

委員(個 人 )としてではなく、す
べての専門医療機関をもつて
構成する協議会として位置づ
けており、医療機関名を公表
しているため。

○ O

熊 本 県 9月 、2月 O
・拠点病院の活動報告
・研修会の報告

O 0 0

大 分 県 1 ○

・肝疾患診療連携拠点病院の
活動報告
・肝炎治療特別促進事業の運
用について

O O 0

宮 崎 県 1 2 O

・肝炎医療従事者研修会につ
いて
・肝疾患診療体制の充実につい
て

○ O

鹿児島県 2
月

月

人

人 0

①肝疾患診療連携拠点病院
及び肝疾患相談センター活動
報告②肝炎治療に係る医療費
助成の状況につtヽて

O
公表の承詰は得ているが
ホームベージ等の項目がない
ため

O

沖 縄 県 2
12月

1月

人

人

７

７ O
①C型肝炎治療について
②沖縄県のB型肝炎と肝硬変
について

0 入れ替わりがあるため 0 O
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たしてい ●たしてい
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い●ネットワークの●晏
棗■●的にE“

●●■■のほロ

北 海 道 0 0 0 0 0 0 0

2 青 森 彙 0 0 0 0 0 0 O

0 着 手 県 0 0 O 0 O O 0

宮 城 県 0 0 0 0 0 0 0 O 彙t大学

"4ヒ

●内●との菫榜 0 定用曼じを行う

秋 田 県 0 0 O O 0 0 0

6 山 影 県 0 0 0 0 O 0 0

IE 島 県 0 0 0 O 0 0 0

8 ま 城 県 0 0 0 0 0 0 0 0 晏曼じ奮に受

`状
況颯告用は

がきを重している。

6 ネ 県 0 0 0 0 O O 0 0

医●贅勁咸
=を

対無 したrィ ン
ターフ■ロン0まり粗

"彙
|1定

口壼Jを実崎し、
「

労省0研,
肛に■■■ltt送 けしている.

諄 躊 睾 0 O 0 0 0 0 0

ll 玉 県 0 0 0 0 0 0 0 0

千 葉 ■ 0 0 0 0 0 0 0 0
饉●こ府県0■,0日とも契
的しており ,●拿,トワークに,
●してい0.

10 彙 東 al 0 0 0 O 0 0 0

II奈 川 県 0 O 0 0 0 0 0

晰 潟 県 0 0 O 0 0 0 O

= 
山 県 0 0 0 O O 0 O

lフ 石 l‖  県 0 0 0 0 0 O O 0

こ″ローアップを実嗜.具体的に
は 年に1日の専円EM曼 お
0■、■●や■●方

`10■

2.
●漬全0開饉案内の送付●を
行つて,も .

● 丼 暉 0 0 0 0 0 O 0

山 梨 県 0 0 0 0 0 0 O 0
H24年 壼tt広 島大学をft=研
究者とする

「

生労●I学|1究

●nに0わ

長 野 彙 0 0 0

21 崚 阜 彙 0 0 O 0 0 0 0 0
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患者である委員より承諾を得て
いないため。

・青森県肝炎総合対策の見直
しについて
・青森県肝炎治療特別促進

シメブレビルを含む3剤併用

炎ウイルス検査について

山形県肝炎対策指針、肝炎
専門医療機関の追加 等

肝炎対策事業の実施状況、
平成26年度肝炎対策事業計
画等

・医師向け講習会・コーディネー

ター養成講習会の実施につい
て
・肝炎ウイルス検査勧奨のため
のチラシ作成について
・平成25年度の肝炎対策の取
組みと今後の方向性{こついて
等

県肝炎対策推進計画に基づく
施策の取り組み状況

肝炎対策推進計画の策定

肝炎対策指針の策定、肝炎
対策推進事業の実施状況等
につtヽて
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58 61 61 03

C)肝炎対策協麟会に患者 家族 遺まを含む 025年底の開催奏綸
326年度の
II僣 予定

■含む

b晏 颯予定 ●、bに触 当しない d氏名公表の有無

00催 口数
t回 )

実施内喜 開催しなかった理由
開催予定回

牧 (回 )

●嘱予定年月 理 由 公 表

非公表

理自

東 京 都 O O 1

・肝炎対策の実績
・26年度事業計画

1

神奈 川 県 O ○ 2

1つ平成26年度神奈川県肝腱
疾患対策事業について
(a神奈川県肝炎対策推進計
画の取組状況について
②肝疾患対策事業の実施状
況について

1～ 2

新 潟 県 ○ 〇 :

検査・相談体制、医療体制、
治療費等の助成、平成26年

度予算等

1

富 山 県 ○ 〇 積極的に公表していない 1

肝炎ウイルス検診、医療費助
成、普及啓発活動、医療体制
について等肝炎対策の現状に
ついて

1

17 石 県 O
肝炎患者を代表する患者団体
等の組織が県内に存在しない
ため。

○ 1

・緊急肝炎ウイルス検査事業、

市町の肝炎ウイルス検診、肝
炎医療費助成の実施状況等
について
・医療従事者研修会、肝炎患

者等を対象とした講演会及び

相談会の実施状況につして
・石川県肝炎診療連携の実施
状況について

1

福 井 県 ○ 0 同意を取つていないため ,

25年度の肝炎対策実績報告と
内容の検討、26年度の肝炎対
策実施予定についての検討

1

山 梨 県 ○ O 1

・委員の委嘱
・県肝炎対策推進計画のこれ

までの取り組みについて
・H26年 度以降の事業実施予
定について
,C型肝炎治療新薬の治験状
況について

1

20 長 野 県 0 ○ 1 新規抗ウイルス薬等について 1

岐 阜 県 0 ○ 1

岐阜県の肝炎対策について。
肝炎医療費助成事業につい
て。

1

静 岡 県 O ○ 1
静岡県肝炎対策推進計画の

進捗状況について等
3
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qi肝炎

"贅
協臓会にこ

=家
族 lE族 を含む ●25年産の間に実績 ゆ26年度の

開催予定

●含む

b晏自予定 c abに餞当しない 1氏 名公壼の有無

開催回数
(回 )

実施内審 開催しなかった理由
日饉予定回

欧〈回 )委嘱予定年月 理由 公 壺

非公表

理 由

愛 知 県 ○ 〇 1

・愛知県肝炎対策推進計画の
取組み状況について(報告 )

・肝臓手帳 (仮称)の作成に関
する基本方針について(協議 )

・肝炎ウイルス検査の陽性者の
フオローアップ体制について(協

議 )

1

二 重 県 O 適切な方の選定が難しも`ため 0
協議事項の選定が困難であつ
たため

:

滋 賀 県 O ○ 0 日程調整の不調 1

京 都 府 ○ ○ 1
肝炎対策の現状。課題及び推
進の方向性について検討

3

大 阪 府 O ○ がん対策推進計画について 1～2

兵 庫 県 ○ O 1

専門医療機関の更新、県の肝
炎対策について

1

奈 良 県 〇 O H25年7月 0 協議会委員の氏名を公表して
いないため

特別促進事業や肝炎ウイルス
検査の実績報告、普及啓発、
専門医療機関の選定等につい
て

2

30 和 歌 山 県 ○

肝炎対策部会は診療体制の

構築等を目的とし医療機関の
専門家等で構成している。な
お、必要に応じて委員以外の
者に会議への出席を求め、意
見を聴くこととしている

○
委員委嘱時に承諾を得ていな
いため。今後講評の予定

1

・肝疾患に関する専門医療機
関の選定について
・和歌山県における今後の肝
炎対策の強化について

1

鳥 取 県 ○ ○ 2

・鳥取県肝炎対策推進計画の
策定について
,鳥 取県肝臓病月間の新設に
ついて
・肝炎ウイルス検査アクセス向
上事業について
・肝炎医療費助成事業におけ
る受給者の傾向について
・肝炎医療特別促進事業に係
るシメブレビルを含む3剤併用
療法の適用について
・平成25年度における肝炎対
策の取り組みについて
・平成26年度における肝炎対
策の取り組みについて
・肝疾患専門医療機関の指定
更新について

2
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ⅢⅢ籠炎対策協は会に患書 女ま 遺族を含む 026年 度の

開催予定

.含 む

b晏 嘱予定 abに lt当しない d氏 名公表の有無

開催回●
(回 )

案籠内8 m饉予定回
薇〈回 ),嗜予定年月 理 由 公 表
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島 根 県 ○ ○ 1

肝炎対策の取り組み、肝炎対
策の目標値について等

1

岡 山 県 ○ 協議会にて審議中 O 3
肝炎医療従事者研修会、かか
りつけ医研修会等

3

広 島 県 ○ ○ |

1つ第2次広島県肝炎対策計
画に基づく各種施策②肝疾患
診僚支援ネットワーク専門医療
機関の追加

2

山 口 県 ○ O 肝炎患者支援対策事業の推
進、専門医療機関の指定等

徳 島 県 ○
ただし,協議会には出席いただ
いている。

1

予 票 の 美 胞 ス 冽 に つ い (区
療費助成制度の取扱いについ 1

香 川 県 O ○ 1

シメプレビルを含む3剤治療につ
いて等

愛 媛 県 O 既存の協議会を代用 ○
既存の協議会を代用しているた
め

1
肝炎ウイルス検査について
専門医療機関について

高 知 県 ○
既存の会を活用しており、会の
あり方について課題整理中

0 1

・肝炎治療特別促進事業に係
る運用変更について(シメ7・レヒル
を含む散在併用療法の導入)

・専門医療機関の選定につい
て

40 福 岡 県 ○ ○
委員委嘱時、氏名公表の同
意なし.

1

・シメブレビル導入に伴う肝炎治
療特別促進事業に係る運用
変更について
・平成24年度 ウイルス性肝
炎対策の実績について
・平成24年度 肝疾患診療
連携拠点病院業務の実績につ

いて

佐 賀 県 O ○
委員委嘱時に承諾を得ていな
かつたため。

1

0)肝疾患対策調査研究事業
報告
②肝疾患センター報告
13佐賀県肝疾患対策推進計
画の評価
41佐賀県肝疾患検診医療提
供体制

1
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実施内8 開催しなかつた理由
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予定回
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非公表

理 由

長 崎 県 O ○ 公表は前提としていないため 1

・専門医療機関の確保につい
て
・医療費助成制度認定状況に
ついて
・地域における肝炎対策の取り
組みについて
・肝炎ウイルス持続感業者への
対策と課題について

1

熊 本 県 O ○ |

・医療費助成制度の実績報告
・ウイルス検査事業の実績報告

1

大 分 県 0 特に公表する必要がないため 1 肝炎対策の実施状況について 1

宮 崎 県 O ○ 1
県における肝炎対策の取り組
みについて

:

鹿 児 島 県 O 0 1

0県の肝炎対策について ②
肝疾患診療連携拠点病院事
業につtヽて ③肝疾患診療専
門医療機関の状況について
④健康管理手帳について

1

沖 縄 県 0 ○ 1

①地域肝炎治療コーディネー
ターについて
②今後の肝炎対策につtヽて

1
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①肝炎対策推進に係る計画・指針等策定状況

b医療計画・がん対策推進
計画等、その他ll画等に

おいて位置づけ

策定予定年月

栃木県肝炎対
策推進計画

神奈川県

医療計画・がん対策推
進計画の中に位置づけ
ているが、今後策定する
かは未定である。

・石川県医療
計画
・石川県がん対
策推進計画
(第 2次 )

崚阜県がん対
策推進計画

93



通し番号 自治体

①肝炎対策推進に係るII画・指針等策定状況

a策定済

b医療計画・がん対策推進
計画等、その他計画等に

おいて位置づけ
c公表の有無 d策定予定 e未策定

名称 公表 非公表 策定予定年月 理 由

静 岡 県 ○ ○
静岡県保健医
療計画

〇

愛 知 県 ○ 〇

二 重 県 0

二重県保健医
療計画及び三
重県がん対策
戦略プラン

O

滋 賀 県 O

滋賀県保健医
療計画、滋賀
県がん対策推
進EI画

○

京 都 府 ○

京都府保健医
療計画
京都府がん対
策推進計画

O

大 阪 府 〇
大阪府がん対
策推進計画

〇

兵 庫 県 〇

兵庫県保健医
療計画、兵庫
県がん対策推
進計画

○

奈 良 県 ○

奈良県保健医
療EI画・奈良
県がん対策推
進計画

○

和歌 山県 O
第2次和歌山
県がん対策推
進計画

○

鳥 取 県 ○ O 鳥取県がん対
策推進計画

〇

島 根 県 ○ ○

岡 山 県 ○ ○

広 島 県 O ○

山 口 県 〇
山口県がん対
策推進II画

〇

億 島 県 ○ ○

香 川 県 〇

愛 媛 県 ○ ○

高 知 県 ○

・日本一の健康
長寿県構想
・高知県がん対
策推進計画

O

福 岡 県 ○ 〇

がん対策推進
計画、健康増
進計画

O

佐 賀 県 O ○
肝疾患対策推
進計画

O

長 崎 県 O O

・長崎県医療
計画
・長崎県がん対
策推進計画

〇
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通し番号 自治体

126

①肝炎対策推進に係る計画。指針等策定状況

●策定済

b医療計画・がん対策推進
計画等、その他計画等に

おいて位置づけ
c公表の有無 d策定予定 ●未策定

名称 公表 非公表 策定予定年月 理 由

43 熊 本 県 O 第6次熊本県
保健医療計画

O

44 大 分 県 ○

・人分県医療
計画
・大分県がん対
策推進ll画

45 宮 崎 県 O 0 宮崎県医療81
画

0

46 鹿児島県 0

鹿児島県保健
医療計画,鹿
児島県がん対
策推進計画

沖 縄 県 0 0 沖縄県保健医
療ll画

0
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平成 26年度
・厚生労働科学研究採択課題一覧
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″ 平成26年度 肝炎関連研究事業の概要

B型肝炎・C型肝炎の感染者は、現在、全国で合計約300～ 370万人と推定され、国内最大級の感染症といわれている。肝炎
医療の水準の向上等に向けて、「肝炎研究 10か年戦略」を踏まえ、肝炎に関する基礎、臨床、疫学研究、および行政的な課
題を解決するために必要な研究等を総合的に推進する

０
可

1.肝炎等克服政策研究事業(3億円)

【事業の概要】
肝炎に関する疫学・行政研究等を進め、肝炎対策を総合的に推進するための医療体制。社会基盤整備に必要な研究を推進する。

【研究課題 】
・急性肝炎も含めた肝炎ウイルスの感染状況と治療導入対策に関する研究
・小児におけるB型肝炎の水平感染の実態把握とワクチン戦略の再構築に関する研究
・効率的な肝炎ウイルス検査陽性者フォローアップシステム構築のための研究
・肝疾患患者を対象とした相談支援システムの構築、運用、評価に関する研究     等

2.肝炎等克服実用化研究事業(43億円)

【事業の概要】
こつ Bttll■ 炎 に

を目指す研究等を推進する。

i.肝炎等克服緊急対策研究事業
肝炎立∠2Lス持続感染機序の解明や肝疾患における病態の進展予防法及び新規治療薬の開発等を推進する。
【研究課題】
・ウイルス性肝炎に対する最新の治療法を含めた治療指針の作成に関する研究
・肝炎ウイルスの複製増殖および病原性発現機構の解明
・肝機能の改善につながる治療薬の開発を目指した研究   等

“

.B型肝炎創薬実用化等研究事業

【研究課題】
・B型肝炎の既存薬剤の周辺化合物探索による新規治療薬の開発に関する研究
・候補化合物の大規模スクリーニングによるB型肝炎の新規治療薬の開発に関する研究
・B型肝炎の新規治療薬を開発するためのウイルスの感染複製機構の解明に関する研究
・B型肝炎ウイルスのレセプター等の標的物質の探索・構造解析に関する研究      等

※新たな医療分野の研究開発体制の設立に伴い、肝炎研究を上記の通り再編成



″ 肝炎研究可0カ年戦略の概要

Ｏ
∞

肝炎研究7カ年戦略

国内最大級の感染症といわれるB型肝炎・C型肝炎の

治療成績の向上を目指し、肝炎に関する臨床・基礎・

疫学研究等を推進するもの。

【戦略期間】
平成20年度から26年度 (開始4年 目に中間見直しを行う。)

【戦略目標】
・B型肝炎の臨床的治癒率を30%から40%まで改善
・C型肝炎 (¬ b型高ウイルス量)の根治率を現状の
50%から70%まで改善

・非代償性肝硬変の5年生存率を現状の25%から
B型は500/0、 C型 は35%まで改善

・進行肝がんの5年生存率を現状の25%から40%まで改善

において

究における現状と主な課題を整理

【臨床研究分野】
C型肝炎:難治症例を除いてペグインターフェロンとリバビリンの

併用療法の著効率が約80%となっている。
B型肝炎 :インターフェロン(IFN)による治療成績 (VR率 )は約20～

30%にとどまっている。IFNによる治療効果が期待しにくい

症例では、逆転写酵素阻害剤を継続投与するが、長期投与
によるウイルスの薬剤耐性化が問題となっている。

【基礎研究分野】
C型肝炎:培養細胞によるウイルス増殖系が確立され、臨床応用に

向けた基礎研究が着実に実施される環境にある(,

B型肝炎:ウ イルスの培養細胞系や、感染複製機構が確立されていな
いなど、基礎研究を行うのに十分な環境が整備されていない

肝炎研究10カ年戦略

これまでに行つてきた研究に加え、B型肝炎の画期的な新薬の開発を目指し、基盤技術の開発を含む創薬研究や、新薬の実用化に向けた

臨床研究を総合的に推進する必要性がある。

【戦略期間】平成24年度から33年度 (開始5年 目に中間見直しを行う。)

【主な新規課題】B型肝炎の治療成績の改善 (∨R率の改善やHBs抗原の消失)につながる研究
B型肝炎の創薬実用化を目指した研究 (候補化合物の大規模スクリーニング、ウイルス感染複製機構の解明やゲノム解析、
HBV感染小動物モデルの開発に関する研究等)

【戦略目標】
・B型肝炎の治療成績 (VR率 )を現状の20～30%から40%まで改善
・C型肝炎(lb型高ウイルス量)の治療成績 (SVR率 )を現状の50%から80%まで改善
・非代償性肝硬変の5年生存率を現状の25%からB型は50%、 C型は35%まで改善
・進行肝がんの5年生存率を現状の25%から400/oま で改善



平成26年度 肝炎等克服政策研究事業

研究代表者 所属施設 職名 研究課題名

正木 尚彦
独立行政法人

国立国際医療研究センター
肝炎情報セン

ター長
肝炎に関する全国規模のデータベースを用いた肝炎治療の評価及び肝炎医療の水
準の向上に資する研究

田中 純子
広島大学

大学院医歯薬保健学研究院
教授 急性感染も含めた肝炎ウイルス感染状況日長期経過と治療導入対策に関する研究

須磨崎 亮 筑波大学医学医療系 教授 小児におけるB型肝炎の水平感染の実態把握とワクチン戦略再構築に関する研究

是永 匡紹
独立行政法人

国立国際医療研究センター
肝疾患研修室

長 効率的な肝炎ウイルス検査陽性者フォローアップシステムの構築のための研究

平尾 智広
香川大学 医学部公衆衛生

学
教授 我が国のウイルス性肝炎対策に資する医療経済評価に関する研究

.渡辺 哲
0

東海大学医学部 教授
職域におけるウイルス性肝炎患者に対する望ましい配慮及び地域を包括した就労
支援の在り方に関する研究

八橋 弘
国立病院機構長崎医療セン
ター 臨床研究センター

臨床研究セン
ター長 肝疾患患者を対象とした相談支援システムの構築、運用、評価に関する研究

加藤 真吾 慶應義塾大学 医学部 専任講師 肝炎ウイルス検査体制の整備と正しい知識の普及啓発に関する研究

宮川 昭二 国立感染症研究所 国際協力室長 肝炎等克服緊急対策研究事業の企画及び評価に関する研究



平成26年度 肝炎等克服実用化研究事業(肝炎等克服緊急対策研究事業)課 題一覧

研究代表者 所属施設 職 名 研究課題名

森光 敬子 国立感染症研究所 企画調整主幹 肝炎等克服緊急対策研究事業の企画及び評価に関する研究

岡本 宏明 自治医科大学医学部 教授
経口感染によるウイルス性肝炎(A型及びE型)の感染防止、病態解明、遺伝的多様
性及び治療に関する研究

田中 榮司 信州大学医学部 教授
B型肝炎の核酸アナログ薬治療におけるdrug freeを 目指したインターフェロン治療の
有用性に関する研究

溝上 雅史
独立行政法人

国立国際医療研究センター
研究センター長

がん化学療法及び免疫抑制療法中のB型肝炎ウイルス再活性化予防対策法の確
立を目指したウイルス要因と宿主要因の包括的研究

坂井田 功
山口大学

大学院医学系研究科
教授 肝硬変に対する細胞治療法の臨床的確立とそのメカニズムの解明

」ヽ池和彦 東京大学医学部附属病院 教授 C型肝炎を含む代謝関連肝がんの病態解明及び治療法の開発等に関する研究

横須賀 ll■ 千葉大学大学院医学研究院 教授 B型肝炎ウイルスe抗体陽性無症候性キャリアの長期予後に関する検討

鈴木 哲朗 浜松医科大学医学部医学科 教授
C型肝炎ウイルスの増殖制御機構解明と創薬のための分子基盤の確立に資する研
究

熊田 博光
国家公務員共済組合連合会

虎の門病院
分院長 科学的根拠に基づくウイルス性肝炎診療ガイドラインの構築に関する研究

脇田 隆宇
国立感染症研究所ウイルス

第二部
部長 肝炎ウイルスの複製増殖および病原性発現機構と薬剤感受性の解析

大段 秀樹
広島大学

大学院医歯薬保健学研究院
教授 多機能幹細胞を用いた自然免疫再構築による肝炎治療法の開発と臨床応用

坂本 直哉 北海道大学医学研究科 教授
次世代シーケンシングロゲノムワイド関連解析を用いたC型肝炎治療に伴う肝病態進
展軽快、肝発癌に関わる宿主因子の解析

田中 靖人
名古屋市立大学大学院医学

研究科
教授

C型肝炎の新規診断法や新規治療法を開発するためのゲノムヮイド関連解析の手
法を用いた宿主因子の解析に関する研究



榎本 信幸
山梨大学大学院医学工学総

合研究部
教授

次世代シークエンス技術を駆使したウイルスゲノム解析によるC型肝炎の病態解明
と臨床応用

金子 周― 金沢大学医薬保健研究域医
学系

教授 C型肝炎から発がんにいたる病態進展の解明とその制御に関する研究

松浦 善治 大阪大学微生物病研究所 教授 C型肝炎の病態の解明と肝癌発症制御法の確立に関する研究

小原 道法
(財 )東京都医学総合研究所

ゲノム医科学研究分野
教授 肝炎ウイルス特異的免疫賦活化による根治治療的ワクチンの開発に関する研究

河田 則文
大阪市立大学大学院医学研

究科
教授 肝星細胞脱活性化剤開発による肝硬変の肝機能改善と肝発がん予防

石坂 幸人
国立国際医療研究センター

研究所
副所長 自己幹細胞からの革新的肝再生療法の開発と応用

木村 公則 東京都立駒込病院 医長 C型肝炎ウイルスに起因する肝硬変に対する抗線維化治療薬の開発に関する研究

掛 山 一彰
広島大学

大学院医歯薬保健学研究院
教授

ヒト肝細胞キメラマウスを用いた薬剤耐性、臓器不全等治療困難症例に対する病態
解析と根治的治療法の開発に関する研究

竹原 徹郎 大阪大学医学系研究科 教授
モデル動物等を用いたHCV感染病態と関連する宿主・ウイルス因子の解析と新規
治療法の開発に関する研究

前原 喜彦 九州大学大学院 教授 多施設共同研究による肝移植後肝炎ウイルス新規治療の確立と標準化

徳永 勝士
東京大学

大学院医学系研究科
教授

ゲノム網羅的解析によるB型肝炎ウイルス感染の病態関連遺伝子の同定と新規診
断法の開発

工藤 正俊 近畿大学医学部 教 授
慢性ウイルス性肝炎の病態把握 (重症度口治療介入時期・治療効果判定口予後予
測)のための非侵襲的病態診断アルゴリズムの確立

成松 久
独立行政法人

産業技術総合研究所
センター長

肝疾患病態指標血清マーカーの開発と低侵襲かつ効率的に評価口予測する新規検
査系の実用化

泉 並木 武蔵野赤十字病院 副院長
慢性肝炎口肝硬変・肝がんの遺伝子やバイオマーカーを含めた病態解明と、各病態
で求められる診療指針の開発と普及のための研究

山口 朋子
独立行政法人
医薬基盤研究所

研究員
抗C型肝炎ウイルス活性と高いインターフェロン誘導能を併せ持つ高機能型核酸医
薬の創製に関する研究



島上 哲朗
金沢大学

医薬保健研究域医学系
研究員 C型肝炎ウイルス感染特異的な長鎖ノンコーディングRNAの探索

朝霧 成挙 京都大学医学系研究科 准教授
炎症により誘導されるビタミンA非含有細胞のマトリクス産生とその機序 ―肝硬変の
進行遮断と肝機能の再生を目指した線維化防御標的の発見―

華山 力成
大阪大学免疫学

フロンティア研究センター
特任准教授 肝炎ウイルスの脂質二重膜を標的にした新規抗ウイルス薬とワクチンの開発

澤井 裕美
東京大学

大学院医学系研究科
特任研究員

B型肝炎の慢性化・ウイルス排除に関連する遺伝要因について、HLAアリルおよび
免疫関連遺伝子群を網羅的に探索する研究

西田 奈央
独立行政法人

国立国際医療研究センター
上級研究員

肝疾患患者における肝がん発症に寄与する宿主遺伝要因の同定・遺伝子機能解析
を目指す研究

降幡 知巳 千葉大学大学院薬学研究院 助教
肝細胞への取り込み機構に着日したC型およびB型肝炎治療薬新規奏功因子の同
定

三木 大樹
独立行政法人理化学研究所
ゲノム医科学研究センター

特別研究員 ウイルス性慢性肝疾患の病態に影響を与えるmiRNA多型の網羅的探索

抑 本 剛史 大阪大学大学院薬学研究科 助教 B型肝炎ウイルス感染を抑制可能な高機能型核酸医薬品の開発

冨川 直樹 福島県立医科大学医学部 講師 宿主細胞間接着分子を標的としたC型肝炎の新規予防・治療法の開発

喜多村 晃
金沢大学

医薬保健研究域医学系
助教 B型肝炎ウイルスcccDNAを標的とした宿主因子の解析

渡士 幸一 国立感染症研究所
ウイルス第二部

主任研究官
Chemica:Viro!ogyを基盤とした肝炎ウイルス感染増殖規定宿主因子の同定およ
び新規抗ウイルス剤開発



平成26年度 肝炎等克服実用化研究事業(B型肝炎創薬実用化等研究事業)課 題一覧

研究代表者 所属施設 職 名 研究課題名

満屋 裕明
熊本大学大学院
生命科学研究部

教授 B型肝炎ウイルス感染症に対する新規の治療薬の研究・開発

小嶋 聡― 独立行政法人理化学研究所 研究員 次世代生命基盤技術を用いたB型肝炎制圧のための創薬研究

脇田 隆字
国立感染症研究所
ウイルス第二部

部長 B型肝炎ウイルスの感染複製機構の解明に関する研究

上田 啓次 大阪大学医学系研究科 教授
B型肝炎ウイルス感染受容体の分離口同定と感染系の樹立及び感染系による病態
機構の解析と新規抗HB∨剤の開発

下遠野 邦虐
独立行政法人

国立国際医療研究センター
特任部長

HBVの感染初期過程を評価する系の開発とそれを用いた感染阻害低分子化合物
およびレセプター探索

3成松 久 独立行政法人
産業技術総合研究所

i センター長 B型肝炎ウイルスにおける糖鎖の機能解析と医用応用技術の実用化ヘ

加藤 直也 東京大学医科学研究所 特任准教授 B型肝癌における自然免疫の機能解明とその制御による発癌抑止法開発

藤田 尚志 京都大学ウイルス研究所 教授 B型肝炎の新規治療薬を開発するための宿主の自然免疫系の解析に関する研究

金子 周― 金沢大学
医薬保健研究域医学系

教授 HBV cccDNAの制御と排除を目指す新規免疫治療薬の開発

溝上 雅史
独立行政法人

国立国際医療研究センタ
研究センター長

人ェキメラ遺伝子と肝臓特異的な輸送担体の開発を基盤とした肝臓内HBV DNA不
活化を目指した新規治療法の開発

森屋 恭爾 東京大学医学部附属病院 教授
B型肝炎ウイルスの完全排除等、完治を目指した新規治療法の開発に関する包括
的研究

田中 靖人
名古屋市立大学

大学院医学系研究科
教授

B型肝炎ウイルスの持続感染を再現する効率的な培養細胞評価系の開発に関する
研究



小原 道法
(財)東京都医学総合研究所

ゲノム医科学研究分野
ツパイ全ゲノム解析に基づくB型肝炎ウイルス感染感受性小動物モデルの開発に関
する研究

大阪大学医学系研究科 免疫系を保持した次世代型B型肝炎ウイルス感染小動物モデルの開発とその応用

広島大学
大学院医歯薬学研究院

革新的な動物モデルや培養技術の開発を通じたHBV排除への創薬研究

熊本大学
生命資源研究口支援センター

ヒト/チンバンジー・マウスハイブリッド技術を利用したB型肝炎ウイルス感染モデル
マウスの開発

大阪市立大学
大学院医学研究科

B型肝炎ウイルス構造解析による薬剤応答性の評価と新規治療薬開発に関する研
究

独立行政法人
国立がん研究センター研究所

エクソソームを介したHBV感染及び発がんメカニズム解明と治療戦略

独立行政法人
国立国際医療研究センター

B型肝炎創薬実用化等研究事業の評価等に関する研究



B型肝炎訴訟の提訴者数

及び和解者数の推移
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B型肝炎訴訟の裁判所別の提訴者数口和解者数

係属裁判所(※ )

病態区分別の和解者数
病態区分 和解者数

Э 死亡、肝がん又は肝硬変(■度) 2,478

Э 肝硬変(軽度) 582

Э 慢性肝炎(④又は⑤を除く) 3:131

υ 曖圧肝炎瞬 症後憂醸までに20年を経過したと認め
られる者のうち、現に治療を受けている者等)

56

Э 慢性肝炎 (発症後提訴までに20年を経過したと認め
られる者のうち、④に該当しない者)

25

Э 無症候性キャリア(⑦に該当する者を除く) 10

⊃ 無症候性キヤリア(一次感染者又は出生後提訴まで
に20年を経過した二次感染者)

1,618

総計 7,900
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第 12回 肝炎対策推進協議会

平成26年 7月 9日     1参 考資料7

肝炎対策推進協議会 御中

平成 26年 7月 9日

肝炎対策推進協議会委員

大賀 和男

岡田 京子

清本 太一

武 田 せい子

西村 慎太郎

野官 隆志

米澤 敦子

ウイルス性肝臓病 (肝硬変・肝がん)患者への支援について (要望)

【上記を要望する理由】

(1)多数の感染者 と多数の死亡者 (感染者数 日本 :B型 <C型、世界 :B型 >C型 )

感染者数 (推定) 日本 B型 110万人～140万人  C型  190万人～230万人

世界    3.5億 人          1.7億 人

死亡者数

(肝硬変・肝がん)

1960年頃 1万人～1.5万/年 2010年頃  4万 人～4.5万人

累計死亡者数 :100数十万人

注)感染者数 (推定)日 本 :第一回肝対策推進協議会の厚労省資料

世界 :日 本 WHO協会

(2)感染原因  (本人の責めは無い )

・肝炎対策基本法 :「B型肝炎及び C型肝炎に係 るウイルスヘの感染については、

国の責めに帰すべき事 由によりもた らされ、又はその原因が解明されていなか

ったことによりもた らされたものがある。」

国の責 :血液製剤 、予防注射 (連続接種 )

原因未解明  ・血液行政等問題 :長期の売血制度、注射器・医療器具の消毒や取

換が不十分

・垂直感染

(3)肝臓病への施策 (実施 )

・肝炎対策基本法の制定
0治療法・治療薬の開発 と早期保険適用

・ B型 ワクチン

・国 と各 自治体に協議会の設置

・肝炎 ウイルス検診対策、陽性者へのフォロー対策
0医療体制の構築、相談窓日の設置

・医療費助成 (ウ イルス排除 (重症化の防止)、 二次感染防止対応 )

(4)経済的支援  (肝炎対策基本法 )

・肝炎対策基本法第十五条 :「国及び地方公共団体は、肝炎患者が必要に応 じ適

切な肝炎医療を受けることができるよう、肝炎患者に係 る経済的な負担を軽減

す るために必要な施策を講ず るものとする。」

・附則抄 :「肝硬変及び肝がんの患者に対する支援の在 り方については、これ ら
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＼

の患者に対する医療に関する状況を勘案し今後必要に応じて検討が加えられる

ものとする」

(5)不十分な経済的支援事項  (肝硬変 0月干がん患者への支援)    .
0患者は「肝炎→肝硬変→肝がん」と進行する。現在の医療費助成制度の対象は
「肝炎」を治療するための抗ウイルス剤の治療に限定されている。重篤な「肝

硬変・肝がん」に進むと、肝硬変・肝がんの治療に医療費助成がない。より困

つた状態の医療費助成が無い。
・肝臓移植を受けた患者と非代償性肝硬変のチャイル ドピュー分類 Cの状態が 3

カ月継続の患者に身体障害者手帳が交付されている。国は認定の対象者は 3～ 5

万人を想定 していた。平成 23年度末時点の手帳交付件数は 6276件で、その内

肝臓移植者数が半数以上を占めている。チャイル ド分類 Cで手帳を交付された

人数は年間死亡者数の 1割 にも満たない。手帳交付を受けた方も利用する期間

がないのが殆 どです。

(6)厚労省へ"肝硬変・肝がん患者への支援"の要望とそれへの対応 (経過)

・第 177国会 (会期 :平成 23年 1月 ～8月 )で「肝硬変・肝がん患者等の療養支援
の推進を検討 して下さい」が衆・参両院で採択された。

・肝炎対策推進協議会等で患者委員が何度かこの要望をしている
。人橋班研究 (病態別の患者の実態把握のための調査/研究代表者 :八橋 弘 長崎

医療センター))が行われた。
・小宮山厚労大臣発言 :他の疾病に対する対策とのバランスということで横並び

の対策に止めるのではなく、全てのウイルス性肝炎患者に対して一段上の対策

をとる必要があるという認識に同意。
・平成 25年、厚生労働大臣は「八橋班研究 (病態別の患者の実態把握のための調

査/研究代表者 :八橋 弘 長崎医療センター)の結果をまつて、肝硬変・肝がん

患者支援のあり方について検討する」と発言。

【具体的な要望事項】

1.下記事項を推進して下さい。

①ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費の助成制度を創設 して下さい。

②身体障害者福祉法上の肝臓機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩

和し、患者の実態に応じた認定制度に見直して下さい。
'

2.担当部門への要望事項

①肝炎対策推進室への要望

ゥィルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度に関する前回協議会での

議論を踏まえ、検討を着実に進めて下さい。

②社会援護局障害保健福祉部企画課への要望

身体障害者手帳認定基準見直しに対する平成26年度に開始された研究班

の検討を速やかに行い、平成

"年
度には新しい制度での適用をして下さ

い 。

以上
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厚労省肝炎対策関連職員の皆様

厚労省肝炎対策推進協議会委員の皆様
2014年 7月 9日

「 日本肝臓 病患者 団体 協 議 会 」常任幹 事

「 九 州肝臓 友の会 J会長

大 賀  和 男

3月 17日 に開かれた第 11回 厚労省肝炎対策推進協議会で国立長崎医療セ ンタ

ー  八橋  弘・ 臨床研究センター長か ら実態調査の結果報告がな され ま した。私た

ちは、日村憲久厚労大臣が B型 肝炎訴訟原告・ 弁護団との話 し合 いの中で「調査報

告 を待 つて患者支援の在 り方 を考えてい く」 (要 旨)と 発言 された言葉を重 く受けと

め、期待 を膨 らませてきま した。

そんな中、前 回の協議会で八橋先生か ら報告があ つたわけですが、私たちがかね

てか ら強 くお願 い して来た 「肝硬変 口肝がん患者べの医療費支援」 と「身障手帳交

付認定基準の速やかな緩和」に対 し、具体化に向けて厚労省が一歩踏み出 して くれ

ることを祈るよ うな気持ちで待 つています。

ここで改めて指摘 し、強 く訴えておきたいのは、肝臓病が患者 自身に何の手落 ち

もなく感染させられた『医原病』である、_と い三_こ とです。_C型 薬害肝炎や予防接

種 に よ る B型 肝 炎は 、製薬会 社 や国 の責 任 が裁 判 に よつて確 定 して お ります が、 そ

の他 の 肝 臓病 患者 も輸血 や 医療 施設 の不 衛 生 な消毒 による注射 器 の使 い回 し等 、医

療 行 為 に よ つて感 染 した もの です 。そ こが他 の疾病 と決 定的 に違 う― ― と訴 えた い

の です 。

調 査 の タイ トル は 「病態別 の患者 の実 態把握 のた めの調査 お よび肝 炎患者 の病 態

に即 した相 談 に対応 で きる相 談 員育 成 の ため の研修 プログ ラム 策 定 に関す る研究 」

とな つて お り、「患者 の医療 費支援 を検 討 す るための調査 ではな い」 との声 も漏れ 聞

こえて きます 。

しか し、本 調 査 は 6千 人 を超 える患者 が 回答 す る とい うか つ て な い大規模 調査 で

す 。報 告 書 は 多額 の 予算 と時間 、労 力 を使 つて八橋 先生た ちが 懸命 に ま とめ あげた

“労 作 "で す 。 これ を、タイ トル後半 の 目的 「相談 員育 成の ため の研修 プログ ラム

作 成 」 だ けに限定す るのは許 され る ことでは あ りませ ん。

私 な りに、八橋 報 告 の中で特 に訴 えた い部分 をま とめてみ ま した 。調 査 の結 果 、

苦 しい患者 の生活 実 態、身障手 帳の認 定基 準 の厳 しさが浮 き彫 りに な つています 。

厚 労 省 の前 向 きな姿勢 を切 にお願 いす るのみ です。

◆ A僣研究班の実馨‖童肉害 (一部)◆
●…… 6ヮ 331人 が回答～～

●……身障手帳交付はわずか 1

３

６

4%が「生活苦 しい」

人 !
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『肝硬変 0肝がん患者への医療費支援を 1』

『身障手帳交付認定基準の緩和を 1』

●……早急な対策を追る調査結果に厚労省の“決断"に期待

調査は全国の患者 91 952人 に郵送方式で行われ 、 6, 331人 か ら回答があ りま

した。回答者の 34%が 「生活が苦 しい」 と答 え、 1年 間の医療費 も 50万 円以上が 1

23人 、 100万 円以上 も 32人 を数 えま した。

一方、医療費支援の一つ、身障手帳交付制度については、 88%の 患者が「制度 を知

らない」 と答え、実際の手帳交付者はわずか 16人 に とどまつています。

墜LJ肝 臓友ュ 会上工三二 の二 年ち_ょ つとで 11人 が亡 くな りま上 た。 69歳 の女性

会 員は、 C型 肝臓がんで今年 2月 25日 に亡 くな られ ま した。ご主人は電話で 「長い闘

病生活で した。会には大変 、お世話にな りま した。亡 くなるまでがん治療のため 10回

以上 、入退院 を繰 り返 しま したが、手帳は主治医が基準 に達 していないと言 つて もらえ

ませんで した」 と、無念の声で した。

また、何年 もの間、がん治療 を繰 り返 してきた 76歳 の男性は、今年 5月 19日 、ホ

ス ピス病院 に入院 されま した。福岡市近郊 にある全国 にも知 られた有名な病院 で、「九州

肝臓友の会」 も相談が あつた時は紹介 している病院です。奥様 は「先生や看護師 さんか

ら親切に して いただき、本 人は安堵 しているようです」 と、最期の看取 りを悟 りの境地

で語 られ ま したが、「手帳ですか ?も う先が あ りませんので手続 きす る気持 ちに もな りま

せ んで した」 と諦めの言葉が
′
返 つてきま した。 これが実態です。

:澤蕉,生猛然燿.」 1景浜.1府口2躍驚彙.:

選択項目 回答数 颯魔 頻度

1.大変苦しい 573 9。■ 9。2

2.やや苦しい 1570 2418 25。3

3.普通 3450 54.5 55。5

4.ややゆとりがある 551 8.7 8.9

6。 大羹ゆとりがある 70 1.■ 1。 1

不 明 6 0。■

無回答 111 1.8

合計 6331 100。0 100。0

選択項目 口答歓 頻度 頻度
(相胴 00"

.10万円未満 3758 59。4 68。 3

:.10～ 20万円未満 1055 1617 19.2

〕.20～30万円未満 318 5。0 5。8

卜.30～ 50万円未満 220 3.5 4。0

3.50,100万円未満 123 1.9 2.2

).1∞万円以上 32 a5 0。6

ド明 3 0。0

「
回答 822 13。0

合計 6331 100。0 100。0

: 生活 ～～『 大変苦 しい』『 やや苦 しい』 35%。 10人 に 1人 が『 大変苦 し :

:い 』 と回答。 1年 間の治療費も “50万 円超 え"が 123人 、“100万 円超 :

:え "も 32人 。肝臓がんは再発を繰 り返 します。医療費支援が急務です。   :
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『手帳交付を知つていましたか』

選択項目 回答数 頻度 頻度

1,知らなかつた 734 70.4 88.■

2.知つている 99 9。5 11.9

不 明 0 0。0

無回答 210 20.1

合計 1043 100.0 ■00.0

『身障手帳を持つていますか』

手帳交付について 88%が 『知 らなかつた』 と回答、『持 つている』 と答えた人′

はわずかに 16人 。認定基準があま りに厳 しいため亡 くなる直前 しか交付されない

非人間的な現状。患者は追 りつつある “死"と 向き合い、葛藤 し、手帳申請手続き

をする余裕す らない。いつまでも放置することは許されない。

『肝がんと診断され何年ですか』

選択項目 回答数 頻度 難いの1.1年以内 106 16.5 17.2

2.1～ 3年未満 167 26。0 27.1

3.3～ 5年未満 ■54 24.0 25.0

4.ヽ5■ 10年未満 ■21 ■8.8 ■9.6

5.10年以上 68 ■0.6 ■■.0

不明 2 0.3

無口書 25 3。9

合計 643 100.0 100.0

『肝がん治療で入院回数は ?』

選択項目 回答数 颯魔 雛書い
1.1回 170 ' 26.4 27.フ

2.2回 1311:: 20.4 21.4

3.3ロ 一９２

一
■4.3 15.0

4.4回 ４

¨

６

¨
10,0 10.4

5.1回以↓ ■56 24.3 25,4

不明 1 0.2

無回答 29 4.5

合計 643 100.0 100.0

長期化す る肝臓病治療～～繰 り返す “がん再発 "に 苦 しむ患者たち一一上のデー

タは、肝臓病患者、中で も肝がん を発症 した患者たちが、治療のため入退院 を繰 り

返 してい る現状 を浮 き彫 りに して います。「肝臓病 は他の疾病 と違 う医原病」 との

認識に立 ち、肝硬変・ 肝がん患者への医療費支援 、身障手帳交付の認り基準の4yt和

を早急に実現 して欲 しい。
●●●●●oooO● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●0● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●0● 0● ●●●●●●●●0● ●●●●●●●●●●0● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●0000● ●●●●●●●●●・

選択項目 回答数 頻度

1.持つている [16 16.2 17.2

2.持うていない 77 77.8 82.8

不明 0 0.0

無回答 6 6.1

合計 99 100.0 100.0
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